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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（長利 司君） 皆さん、おはようございます。本日は報道機関より撮

影の許可の申し出があり、撮影を許可することにしましたので、お知

らせをいたします。

ただいまの出席議員数は１３名です。定足数に達していますので、

令和元年第３回中泊町議会定例会を開会します。

本定例会よりタブレットを配付しております。そのため、操作補助

員として職員を議場内に配置しております。

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（長利 司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、

８番、川山光則議員、９番、青山雅晴議員を指名します。

◎会期の決定

〇議長（長利 司君） 日程第２、会期の決定を議題にします。

お諮りします。本定例会の会期は、別紙、議会運営委員長からの報

告のとおり、本日から９月１３日までの８日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日から９月１３日までの８日間に決定

しました。

◎日程第４ 報告第１６号ないし日程第２５ 議案第４８号

〇議長（長利 司君） 日程第４、報告第１６号 専決処分した事項の報告か

ら日程第２５、議案第４８号 権利の放棄についてまでを一括上程し

ます。
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町長に提案理由の説明を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） おはようございます。本日、令和元年第３回中泊町議

会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には公私ご多用中

の折にもかかわりませずご出席を賜り、ここに開会できましたことを

厚く御礼申し上げます。

今定例会に提出いたしました議案等は、決算の認定や条例制定など

合計２２件でありますが、その概要を申し上げ、ご審議の参考に供し

たいと存じます。

まず、議案第３２号から議案第３８号までの平成３０年度中泊町の

一般会計及び各特別会計の歳入歳出等決算の認定についてご説明申し

上げます。

本町の財政は依然として自主財源に乏しく、地方交付税の動向に左

右されやすい脆弱な財政構造が続いております。一方、社会保障経費

や老朽化する施設の維持補修費など歳出は増加傾向にあり、将来にわ

たって持続可能な財政基盤の確立が課題となっております。

こうした状況の中で、平成３０年度の財政運営は第二次中泊町長期

総合計画を柱に、新たな町の将来像「豊かな自然とともに創る、暮ら

す、未来につなぐ自立と協働のまち」の実現に向け、限られた財源を

活用して中泊町の未来を創造する新しいまちづくりの実行に取り組み

つつ、住民福祉の向上のために緊急かつ重要な課題に対処してまいっ

たところでございます。

その結果としての議案第３２号 平成３０年度中泊町一般会計歳入

歳出決算の認定につきましては、歳入歳出予算総額７３億８，４４５

万８，０００円に対し、決算額は歳入総額７３億２，２１３万７，３

０９円、歳出総額７１億６，４７１万７，１１８円、差引額１億５，

７４２万１９１円となりました。繰越明許費繰越額８１万３，０００

円を除く実質収支額は１億５，６６０万７，１９１円となり、前年度

と比較いたしますと１１．６％の増額となってございます。

議案第３３号は、平成３０年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定についてであります。

事業勘定では、歳入歳出予算総額１９億３，６９４万９，０００円
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に対し、決算額は歳入総額１８億６，１４９万６，０７４円、歳出総

額１７億１，５８３万６００円、差引額１億４，５６６万５，４７４

。 ， ， 、円となりました 実質収支額は１億４ ５６６万５ ４７４円となり

前年度と比較いたしますと１３２．２％の増額となってございます。

診療施設勘定では、歳入歳出予算総額１億４，８４４万円に対し、

決算額は歳入総額１億４，３９７万５，５８２円、歳出総額１億４，

３９７万４，６２３円、差引額９５９円となりました。実質収支額は

９５９円となり、前年度と比較いたしますと１．２％の減額となって

ございます。

議案第３４号は、平成３０年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてであります。

歳入歳出予算総額１７億２，４５５万４，０００円に対し、歳入総

額１７億２，３５９万８，４７１円、歳出総額１７億３１８万５，７

６３円、差引額２，０４１万２，７０８円となりました。実質収支額

は２，０４１万２，７０８円となり、前年度と比較いたしますと４．

９％の減額となってございます。

議案第３５号は、平成３０年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてであります。

歳入歳出予算総額４，１２７万３，０００円に対しまして、決算額

は歳入総額４，１３０万７，０２１円、歳出総額４，０５７万６，１

９７円、差引額７３万８２４円となりました。実質収支額は７３万８

２４円となり、前年度と比較いたしますと１．４％の減額となってご

ざいます。

議案第３６号は、平成３０年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてであります。

歳入歳出予算総額２，２６９万６，０００円に対しまして、決算額

は歳入総額２，２７０万４，５２０円、歳出総額２，２３６万３，５

３７円、差引額３４万９８３円となりました。実質収支額は３４万９

８３円となり、前年度と比較いたしますと６１．０％の減額となって

ございます。

議案第３７号は、平成３０年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についてであります。

歳入歳出予算総額２億６，８４７万３，０００円に対し、決算額は
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歳入総額２億６，１０９万２，７７６円、歳出総額２億６、０３８万

４，９１０円、差引額７０万７，８６６円となりました。実質収支額

は７０万７，８６６円となり、前年度と比較いたしますと３７．８％

の減額となってございます。

議案第３８号は、平成３０年度中泊町水道事業特別会計利益の処分

及び決算の認定についてであります。

収益的収支では、消費税及び地方消費税を除いて、収入額３億４，

、 ， ， 、 ，４８１万９２６円 支出額２億９ ９６９万８ ６８０円 差引額４

５１１万２，２４６円、資本的収支では、収入額ゼロ円、支出額１億

４，１２７万９，６６３円、差引不足額１億４，１２７万９，６６３

。 。円となりました 支出の主なものは企業債償還金となってございます

なお、差引不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当

年度分消費税及び地方消費税資本金収支調整額で補填をさせていただ

いております。

報告第１６号及び報告第１７号は、損害賠償の額の決定についてで

あります。

地方自治法１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

きまして専決処分させていただきましたので、同条第２項の規定によ

り報告をさせていただくものであります。

報告第１８号は、平成３０年度中泊町財政健全化判断比率の報告に

ついてであります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ

り、平成３０年度における当町の健全化判断比率を報告するものであ

ります。

報告第１９号は、平成３０年度中泊町公営企業会計に係る資金不足

比率の報告についてであります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より、平成３０年度における当町公営企業会計の資金不足比率を報告

するものであります。

報告第２０号は、平成３０年度中泊町教育委員会事務の管理・執行

状況の点検及び評価報告書についてであります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に

基づき、平成３０年度中泊町教育委員会事務の管理・執行状況の点検
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及び評価について報告をするものであります。

議案第３９号は、中泊町職員の給与に関する条例等の一部改正につ

いてであります。

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、新たに会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する規定等を整備するため、条例の一

部を改正するものであります。

議案第４０号は、中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改

正についてであります。

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏での印鑑登録、印鑑

登録証明書への旧氏の併記を可能とするため、条例の一部を改正する

ものであります。

議案第４１号は、中泊町健康づくり推進協議会条例の一部改正につ

いてであります。

中泊町議会委員会条例の一部改正等に伴い、条文の整備を要するた

め、条例の一部を改正するものであります。

議案第４２号は、中泊町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例

の廃止についてであります。

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、外国語指導員の身

分が特別職非常勤職員から一般職の会計年度任用職員となることから

条例を廃止するものであります。

議案第４３号は、令和元年度中泊町一般会計補正予算第４号につい

てであります。

補正額は、歳入歳出とも２億１，４９７万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を７４億８，８６２万７，０００円とするもので

あります。

、 、補正する歳出の主なものは 総務費として光ケーブル移設等工事費

財政調整基金積立金、民生費として子ども・子育て支援事業費、農林

水産業費としてため池浸水区域図等作成委託費、土木費として道路新

設改良等工事費、公営住宅修繕料など、それぞれ所要額を計上いたし

ております。

歳入につきましては、歳出との関連において国庫支出金、町債等に

ついて調整の上計上したほか、地方交付税につきましては普通交付税

交付額の確定により、繰越金につきましては前年度繰越額の確定によ
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り、それぞれ増額計上いたしております。

なお、継続費につきましては契約の変更に伴い年割額を補正したほ

か、地方債につきましては臨時財政対策債の確定及び事業費の追加等

に伴い、限度額を変更いたしております。

議案第４４号は、令和元年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算

第２号についてであります。

事業勘定の補正額は、歳入歳出とも１億４，５６６万４，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１７億９，６００万４，０００円と

するものであります。

補正する歳出の主なものは、財政調整基金積立金であります。歳入

につきましては、平成３０年度からの繰越額の確定により前年度繰越

金を計上いたしております。

議案第４５号は、令和元年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算

第１号についてであります。

補正額は、歳入歳出とも２，７３０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１７億７５６万９，０００円とするものであります。

補正する歳出の主なものは、基金積立金として介護給付費準備基金

積立金、諸支出金として前年度の保険給付費等に係る国庫支出金等過

年度分返還金など、それぞれ所要額を計上しております。

歳入につきましては、歳出との関連におきまして支払基金交付金等

を計上したほか、平成３０年度からの繰越額の確定により前年度繰越

金を計上いたしております。

議案第４６号は、負担付き寄附の受け入れについてであります。

中泊町大字高根字小金石８６８番地１、有限会社佐々木工業から負

担付きの寄附の申し出がありましたので、これを受け入れることにつ

き議会の議決を求めるものであります。

議案第４７号は、負担付き寄附の受け入れについてであります。

中泊町大字芦野字福泊５番地２、長利靖氏から負担付きの寄附の申

し出がありましたので、これを受け入れることにつき議会の議決を求

めるものであります。

議案第４８号は、権利の放棄についてであります。

水道料金の過年度分の滞納者のうち死亡者及び居所不明者等の水道

料金を不納欠損するに当たり、地方自治法第９６条第１項第１０号の
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規定により議会の議決を求めるものであります。

以上で本議会定例会に提案をさせていただきました議案の説明とさ

せていただきますが、議事の進行に従い、ご質問に応じ詳細にご説明

申し上げたいと存じます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いします。

◎日程第２６ 決算特別委員会の設置

〇議長（長利 司君） 日程第２６、決算特別委員会の設置の件を議題にしま

す。

お諮りします。議案第３２号から議案第３８号までの平成３０年度

中泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処

分及び決算については、議員全員の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号から議案第３８号までの平成３０年度中

泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分

及び決算については、議員全員の委員をもって構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。

◎日程の追加

〇議長（長利 司君） お諮りします。

本日、町長から議案第４９号から議案第５３号が提出され、お手元

に配付しております。これを日程に追加し、追加日程第１から追加日

程第５として直ちに議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４９号から議案第５３号を日程に追加し、追加

日程第１から追加日程第５として直ちに議題とすることに決定しまし

た。
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◎追加日程第１ 議案第４９号及び追加日程第３ 議案第

５１号ないし追加日程第５ 議案第５３号

〇議長（長利 司君） 町長に提案理由の説明を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

（ ） 。〇町長 濱舘豊光君 追加提案いたします議案についてご説明申し上げます

議案第４９号から議案第５３号は、工事請負契約の締結についてで

あります。

中泊町もみじ団地建設事業住宅建設工事第１工区から第５工区、計

５件の工事請負について、条件付き一般競争入札により工事請負契約

を締結するに当たり、中泊町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、仮契約を締結した上で

議会の議決を求めるものであります。

慎重ご審議の上、原案どおり御議決を賜りますようお願いを申し上

げます。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 追加日程第１、議案第４９号、追加日程第３、議案第

５１号から追加日程第５、議案第５３号までの工事請負契約の締結に

ついての４議案を関連がありますので、一括議題として説明、質疑を

行い、討論、採決については議案ごとに行います。ご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 本案について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） おはようございます。議案第４９号及び議案第５

１号から議案第５３号 工事請負契約の締結について、一括してご説

明申し上げます。

本日追加提案いたしました議案書を御覧願います。本議案４件は、

さきに仮契約を締結した工事請負契約について、中泊町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき提案するものであります。

１、契約の目的は議案第４９号が中泊町もみじ団地建設事業住宅建
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設工事第１工区、そして議案第５１号が第３工区、議案第５２号が第

４工区、議案第５３号が第５工区であります。

２、契約の方法といたしましては、いずれの契約についても条件付

き一般競争入札により、７月３１日に告示して公募したところ、８社

が応募し、８月２２日に入札を実施、８月２８日に仮契約を締結いた

しております。

１ページを御覧願います。議案第４９号、中泊町もみじ団地建設事

業住宅建設工事第１工区の契約金額は５，０４９万円、契約の相手方

は中泊町大字高根字小金石５４６番地８、株式会社野上技建、代表者

は代表取締役、野上孝志。

３ページを御覧願います。議案第５１号、第３工区の契約額が４，

， 、 、９６９万８ ０００円 契約の相手方は中泊町大字豊島字豊本１番地

有限会社田中建工、代表者は代表取締役、田中宏明。

。 、 ，次のページを御覧願います 議案第５２号 第４工区の契約額が４

９６１万円、契約の相手方は中泊町大字今泉字唐崎２８番地４０、青

山建築、青山雅彦。

最後のページを御覧願います。議案第５３号、第５工区の契約額が

４，９４８万９，０００円、契約の相手方は中泊町大字今泉字唐崎２

８番地７３、有限会社川村建築、代表者は代表取締役、川村清仁でご

ざいます。

なお、工期は議会の議決を得た日から令和２年２月２８日までとし

ております。

以上、議案第４９号及び議案第５１号から議案第５３号までを一括

してご説明申し上げました。何とぞよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

議案第４９号の討論を行います。討論はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４９号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ
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んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５１号の討論を行います。討論はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第５１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５２号の討論を行います。討論はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第５２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５３号の討論を行います。討論はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第５３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。

◎追加日程第２ 議案第５０号
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〇議長（長利 司君） 追加日程第２、議案第５０号 工事請負契約の締結に

ついてを議題にします。

これは田中議員に関係する案件になりますので、地方自治法第１１

７条の規定により田中議員の退席を求めます。

（１番 田中 洋君退席）

〇議長（長利 司君） 本案について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 議案第５０号 工事請負契約の締結についてご説

明申し上げます。

。 、追加提案いたしました議案書の２ページを御覧願います 本議案は

さきに仮契約を締結した工事請負契約について、中泊町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき提案するものであります。

１、契約の目的は中泊町もみじ団地建設事業住宅建設工事第２工区

でございます。

２、契約の方法といたしましては、条件付き一般競争入札により７

月３１日に告示して公募したところ、８社が応募し、８月２２日に入

札を実施、８月２８日に仮契約を締結いたしております。契約金額は

， 、 、５ ００５万円で 契約の相手方は中泊町大字豊島字豊本４９番地２

株式会社北信建設、代表者は代表取締役、田中憲でございます。

なお、工期は議会の議決を得た日から令和２年２月２８日までとし

ております。

以上、議案第５０号についてご説明申し上げました。何とぞよろし

くお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第５０号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ
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んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。

田中議員の入場を許可します。

（１番 田中 洋君入場）

◎散会の宣告

〇議長（長利 司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１０時３２分
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数

は１３人です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（長利 司君） 日程第１、一般質問を行います。

４番、秋元議員の質問を許可します。

秋元議員。

（４番 秋元 隆君登壇）

〇４番（秋元 隆君） おはようございます。４番、秋元です。ただいま議長

、 。より登壇を許可されたので 通告書に基づき２点ほど質問いたします

まず最初に、私が現在住んでいる武田地区の道路関係です。県道神

原中里線の一部、武田小学校前の通りからＪＡ武田のガソリンスタン

ド、スタンドから路線名が変わりますが富野大沢内停車場線、鳥谷川

橋までの区間のことについてお伺いします。名前のとおり県道という

ことで、町では直接とやかく言えないのは承知していますが、町民か

らの要望だということで、町を通して青森県に要望していただき、改

良工事を速やかに実施するようお願いしたいものです。

現状について簡単に言えば、旧武田中学校前から秋田谷電気の丁字

路までの区間の道路はそれなりの道路幅があり、車の通行にはさほど

不便は感じていませんが、武田小学校の通学路に指定になっていると

思いますが、車道と歩道の区分はラインだけで、縁石やガードレール

などの児童等の安全面の区分が全然なされていないのが現状です。最

近では予算がないのか、目が届かないのか、白いラインも消えかかっ

ているのが現状です。小学校の登下校時には非常に気を遣い運転して

います。事故が起きる前に対策を講じてくれるよう、県に働きかけて

いただきたい。

また、ＪＡ武田スタンドから鳥谷川橋までの区間は普通車が１台通

れる道幅しかなく、車の交差ができない。道路の拡幅または車の待避

所をつくるなりし、道路事情を解消していただきたい。先般芦野地区
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で災害時の避難訓練を行いましたが、もしもこの道路しか使えない状

況になった場合は、車が交差できないこと等により非常に混雑するこ

とは目に見えています。ぜひそれはお願いしたいということです。

また、今非常に空き家がふえており、当町も例外ではありません。

県道脇の空き家を買収するなどし、退避所をつくり、道路改良をセッ

トにし、すぐ目に見えるようなモデルケースをつくってみてはどうで

しょうか。住民の不安を取り除くような県政運営を働きかけ、住みよ

い中泊町を濱舘町長の力でつくっていただきたい。町としての答弁を

お願いいたします。

以上、日ごろ不便を感じていますが、改善の傾向が見受けられない

ようですので、今後の計画及び改良工事が行われるのかお伺いし、答

弁を聞いて質問があれば再質問いたします。

、 。次に 昨年質問しましたスクールバスの運行についてお伺いします

今後町の児童数は減少が予想され、中学校のスクールバスの活用もあ

わせて検討すると回答をいただきました。その後教育委員会では、校

長会、教頭会などで町内の小中学校のスクールバス運行について学区

民等にアンケート調査などを行ったのかお伺いいたします。

以上、質問終わります。

〇議長（長利 司君） 秋元議員の質問に対する答弁を求めます。

米塚教育長。

（教育長 米塚鈴子君登壇）

〇教育長（米塚鈴子君） おはようございます。秋元議員ご質問の平成３０年

３月に一般質問されました小学校のスクールバスの運行について武田

小学校児童のスクールバスでの送迎は、その後の対応についてお答え

いたします。

スクールバスの運行については、平成２９年６月３０日に定めたス

、 、クールバス管理規程に基づき 学校統廃合時に閉校となりました学区

下前、今泉、尾別、大沢内地区、原則この４地区を基本に現在運行対

象区域として、小泊地域１台、中里地域３台で運行しております。そ

の後の対応ということですが、以下のように考えております。

まず、議員ご質問の中のアンケート調査についてですけれども、そ

れについてはまだ実施いたしておりません。といいますのは、次の１

つ目の観点からも含めて今後また協議していきたいと考えておりま
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す。

まず、１つ目として望ましい教育環境の視点からであります。今後

の中里地域、児童生徒数の減少ですけれども、中里小学校は平成３１

年度の在籍児童数が１４３人、令和６年度には１３４人と推計いたし

ております。続いて、薄市小学校は平成３１年度が５９人、同じく令

和６年度には４６人と推計いたしております。次に、武田小学校は平

、 。成３１年度が７９人 令和６年度には６２人と推計いたしております

このままで推移しますと、２年ないし３年後には児童数の減少により

２学年が１つの教室で学習する、いわゆる複式学級が複数になる学校

が出てくることも予想されます。以上のことを総合的に勘案しながら

地域の実情や児童の実態、また安全安心の確保と組み合わせた複合的

、 。な方策等について関係者による協議会を設置し 協議してまいります

２つ目は、児童の健康面からの視点であります。平成２９年度に町

の文化祭で、この中でもお聞きになった方もいらっしゃるかもしれま

、「 、 」せんけれども たくさん歩こう健康な体 いろいろな歩数調べから

と題した町内のある小学校での発表が行われました。その中で中里地

区のある小学校と全国の小学校を比較したところ、肥満傾向の子供が

我が町で多く、少ない学年で、当時の比較ですけれども２倍、多い学

年では全国の５倍あり、学校全体の割合は３０％とのことでありまし

た。その中で通学方法による歩数等を比較したところ、徒歩通学等で

多く歩いている人は消費カロリーが多く、肥満傾向の子が少ないとい

う傾向が見られたという当時の発表でした。これについてはあくまで

も傾向と捉えていただければと思います。子供のころに歩いたり、ま

た進んで体を動かし、運動することが基礎的な体力つくりや、将来的

には生涯にわたってその子の健康的な生活につながっていくのではな

いかと考えられます。

ただ、議員ご質問の武田地区においては現在武田中高線バスが運行

しており、担当課と協議したところ一部区間の乗り入れは可能とのこ

とでありますので、今後その方向で協議してまいりたいと考えており

ます。

〇議長（長利 司君） 古川環境整備課長。

（環境整備課長 古川幹人君登壇）

〇環境整備課長（古川幹人君） おはようございます。私からは秋元議員ご質
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問の県道神原中里線の武田小学校、富野大沢内停車場線のＪＡスタン

ドから富野橋までの道路拡幅についてお答えします。

、 、このご質問の道路につきましては 議員ご存じのとおり県道であり

県の管理となっており、確認したところ現段階では改良計画はないと

伺っております。

まず、武田小学校からＪＡスタンドまでの区間についてはある程度

の幅員がありますが、議員ご指摘のとおり歩道などございません。次

に、ＪＡスタンドから富野橋までの区間につきましては幅員が狭く、

車の交差ができない状況は把握してございます。しかしながら、先ほ

ど申し上げたとおり両区間は県道であることから、県に要望すること

となります。道路の拡幅等用地買収を伴うものについては、事前に買

収可能であることなど町で確認すべきことがありますので、まず県と

早期に協議しながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

秋元議員。

〇４番（秋元 隆君） まず、スクールバスのほうからですけれども、先ほど

教育長の答弁で武田小学校の児童については既存のバスの運行を考慮

しているというふうに私は受け取りましたが、それでいいですか。学

校からは特に要望はないと思いますけれども、私が各部落を回った際

「 」 「 、 」に スクールバスあればどうですか と言ったら いや 助かります

と言った方が数名いたのです。ですので、遠距離の方を対象にぜひそ

のバスを検討していただきたい。

それから、県道のほうについては承知していますけれども、県道で

すので、町ではなかなか処理できないと思いますけれども、できる限

り早く児童の安全とか、縁石等でもいいので、施工していただければ

と思っております。

以上、簡単ですけれども終わります。回答要りません。

〇議長（長利 司君） これをもちまして、秋元議員の質問を終了します。

続きまして８番、川山議員の質問を許可します。

川山議員。

（８番 川山光則君登壇）

〇８番（川山光則君） ただいまは議長のお許しをいただきまして、一般質問
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。 。 。をさせていただきます 一般質問は１つです よろしくお願いします

私は、前町長時代に融雪溝のことで質問したことがあります。その

後中里地区のメイン通りから少しずつですが、進めてきておるようで

す。昨年の予算を見ますと１，８００万ほど予算をかけたようです。

が、ことしは設計費は計上しているようですが、今のところ工事して

いるのが見えませんし、予算もついていないと思っていましたけれど

も、これについて今後の予定はあるのか、また予定があるとすれば小

泊地区等は入るのか伺います。

答弁を伺い、再質問があれば行います。よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 川山議員の質問に対する答弁を求めます。

古川環境整備課長。

（環境整備課長 古川幹人君登壇）

〇環境整備課長（古川幹人君） 私からは、川山議員のご質問の町内の融雪溝

整備の現状と今後の方針についてお答えします。

まず、町内に設置してある融雪溝は中里地域は３地区、小泊地域は

７地区でございます。以前にもお答えしたとおり、融雪溝整備につい

、 。ては財政状況等を考えた場合 国の交付金を活用することとなります

しかしながら、近年の公共工事で国からの交付金の配分率が年々低下

してきているのが現状です。議員ご存じのとおり、事業を進めるに当

たり事業採択から調査設計、工事着工まで相当の期間が必要となって

まいります。また、水源の確保、維持管理等や財源見通しを考慮しな

がら最適な方法で行わなければなりません。今後各地域の実情の把握

、 、 、や必要性 諸条件の確認 町の長期計画等との整合性を図るとともに

町の財政状況を考慮しながら融雪溝の整備を考えてまいりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

川山議員。

〇８番（川山光則君） 答弁をいただきまして、ありがとうございます。

まず、ことしはやっていないというのはちょっと聞けなかったので

すけれども、やっていないのですよね。それは時間はかかるでしょう

し、お金はない。これは前々からずっとだわけだの。急にお金がなく

なったわけでもないし。国からのお金をもらうのも我々が行って直接

もらってくるわけにはいかないので、やっぱり県通して県から国へ働
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きかけると。

さっきの質問にもありましたけれども、県を通すためにはここであ

る程度計画をしてやっているわけです。今までの担当であればずっと

やってきたわけですよね。ここ１年急にぱたっととまって、さあ来年

ってすれば、また県のほうではあとやめたのかなと思うかもわからな

いし、融雪溝はここ一、二年は大した雪もなかったのですけれども、

例えば小泊地区は７地区ですけれども、これは合併以前からやってい

る融雪溝で、合併してからはたしか１回もやっていないと思っていま

したけれども。

前には言ったこと、町長、私所長ですので、多分わからないと思っ

て言いますけれども、小泊では漁火団地というのを売り出しまして、

やっぱり海を埋めたせいもあってかなり高値で売ったわけですよ。そ

こに残念なことに融雪溝が整備されていないと。それで、隣近所あい

ているところはどうにかなるのですけれども、そこもほとんど個人の

ものになっていまして、雪の捨て場がないと。非常に困って何回も私

のところに話しされたのですけれども、今のところは中里から順次進

めるので、何年か後には小泊も入るでしょうと、そういう話をしてあ

ったわけですよ。それからもう１０年ぐらいになるわけです。１０年

はないかもわからないけれども。今そろそろここいら辺で町長にも努

力していただいて、ちょっとでも国から予算をつけていただいて進め

てもらいたいと。できればそろそろ小泊のほうにも手をかけていただ

いて、小泊にもちっちゃい業者さんいっぱいいますので、何とかその

救済のためにも仕事をちょっとずつでも出していただければと、努力

していただきたいと思っております。まずは、町長もそうですけれど

も、話ししながら課長のほうで状況を見て、これはもうわかっている

状況ですので、これから予算もあるでしょうし、予算に向けて努力し

ていただきたいなと思います。ちょっと答弁をお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） まちづくり全体のお話になろうかと思うのですが、先

ほどの秋元議員からの道路の問題も含めまして、今現状非常にこの不

都合な地域、融雪溝もさることながらあるわけであります。このこと

につきまして単発単発で対処してまいりますと、５年、１０年後の我

が町の本当のあり方というものを見失う可能性がある、危険があるわ
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けであります。今ご不便をおかけしているのは重々承知の上で、いま

少しお時間をいただきながら、町全体の５年、１０年後のあり方とい

うものをしっかり考えた上で計画をつくってまいりたいなと思ってお

、 。りますので もう少しお時間をお貸しいただければと思っております

〇議長（長利 司君） 川山議員。

〇８番（川山光則君） ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうご

ざいました。

〇議長（長利 司君） これをもちまして川山議員の質問を終了します。

続きまして２番、今議員の質問を許可します。

今議員。

（２番 今 博子君登壇）

〇２番（今 博子君） ２番、今博子です。ただいま議長より許可をいただき

ましたので、空き家対策について質問します。

空き家の原因としては、どうすることもできない昨今の人口減少や

相続人などが遠隔地に居住している、またひとり暮らしであったが施

設へ入所したなど理由はさまざまであるが、中泊町の空き家はこれか

ら先も確実にふえていくものと思われます。このまま放置しておける

ものではなく、空き家対策には力を入れていかねばならないと考えま

す。そのためにも、町民に知ってもらうべき空き家の状態を把握する

ためお伺いします。

１つ。今中泊町で空き家となっている戸数と空き家率を教えてくだ

さい。

２つ目に、それらの空き家全てにおいて固定資産税は納められてい

るものなのか。この固定資産税については２年半前、荒関議員より建

物を取り壊さず残しておいたほうが固定資産税上有利と考えられるた

め、空き家の有効活用や危険な状態でも取り壊しが進まないのではな

いか、税制上の措置を講ずる必要があるのではないかと述べられてい

たが、あれから取り組み体制や将来へ向けて何か新しく変わった点は

ないものかお伺いしたい。

３つ目に、全国的に空き家バンクという言葉がブーム的になってい

るが、中泊町の空き家バンクへの登録状況や利用状況など、今どのよ

うな状態であるものか。そして、これからの空き家の利活用など、ど

のような取り組みを進めていくつもりなのかお伺いしたい。
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以上のことについてお願いします。

〇議長（長利 司君） 今議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 壇上からの答弁、初めてになりますので、改めておは

ようございます。

ただいま今議員からご質問の件について、３点ほどあったわけであ

りますが、戸数とか空き家の率ですとか空き家バンク、今後の活用に

ついての件につきましては後ほど担当課長のほうからそれぞれお答え

をさせていただきますが、私のほうからは今、この町でも問題となっ

ている空き家対策について、基本的な考え方についてお答えをさせて

いただきたいと思います。

近年、人口減少や少子高齢化などさまざまな要因により全国的に増

加している中、当町においてもこの空き家の増加というのが深刻な問

題になってきているものと私自身も認識をいたしておるところであり

ます。空き家になっても所有者または管理者が適切に管理をしていた

だいておれば近隣住民が不安に思うことはないわけでありますが、実

際には管理が不十分なため周囲の近隣の人たちが危険を感じるような

空き家も存在しておりまして、地域住民の生活環境や景観などにも影

響を与えているケースも散見されておるわけであります。

こうした空き家対策のため、当町では県内に先駆けて平成２４年１

２月に中泊町空き家等の適正管理に関する条例を制定をさせていただ

きまして、危険な状態にある空き家に対し助言または指導、勧告、命

令、代執行や、勧告などに従って措置を講じた、いわゆる取り壊しを

した場合の助成などを定め、対策を講じてまいったところでございま

す。

また、国でも平成２７年５月に空家等対策の推進に関する特別措置

法が施行されておりまして、空き家対策に関する基本方針が示された

ことで、町で定めた条例を国の法律が後押しするというふうな形にな

りまして、町条例にない地方税法の改正や、これも後ほど税務課長の

ほうからお話ししますが、改正や撤去、修繕等の命令違反者に対する

罰則、空き家解消に向けた取り組みを総合的かつ計画的に実施するこ

とを目的とした空き家等対策計画の策定などが盛り込まれました。こ
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れを受けまして、町でも平成２８年４月に対策計画を策定したところ

でございます。この計画に基づきまして危険な状況の空き家に対し、

警察、消防等の関係機関との連携を図りながら住民の安全を確保する

ほか、空き家バンクの利用促進及び町外からの移住者が空き家バンク

を希望した場合に補助制度の活用を促すなど、今後も積極的な空き家

の活用に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

先ほど申し上げましたとおり、個々の施策に関しましてはそれぞれ

の担当課長よりお答えをさせていただきます。

〇議長（長利 司君） 西総合戦略課長。葛

（総合戦略課長 西成芳君登壇）葛

〇総合戦略課長（ 西成芳君） おはようございます。今議員ご質問の空き家葛

対策についての中で、中泊町の空き家戸数と空き家率についてお答え

します。

町では平成２７年に空き家実態調査を実施しており、その調査の結

果、中里地域で１９２戸、小泊地域で１２６戸、合計で３１８戸とな

っております。また、空き家率は６．１％、全国で５．３％、青森県

で６．２％となっており、全国平均よりは高くなっておりますが、県

平均と同程度の空き家率となっております。

次に、空き家バンクの登録状況や利用状況と、今後どのような取り

組みを進めていくつもりかについてお答えします。空き家バンクの制

度を開始した平成２７年以降、１７件の登録があり、平成３１年１月

時点で成約が８件、取り下げが３件、残り６件、内訳として中里地域

３件、小泊地域３件、これらを町ホームページの空き家バンク登録物

件一覧に掲載しております。空き家バンクに登録を希望する問い合わ

せは増加傾向にありますが、所有権の問題等で登録に至らない件数も

多くあります。今後ますます人口減少や高齢化が進む中、空き家はさ

、 、らに増加していくことが予想され 空き家バンクの登録の推進に努め

空き家対策の一環として、また移住者の受け皿として有効活用してま

いりたいと考えております。

以上です。

〇議長（長利 司君） 太田税務課長。

（税務課長 太田光平君登壇）

〇税務課長（太田光平君） おはようございます。私からは空き家全てにおい
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て固定資産税は納められているものか、また固定資産税についての取

り組み体制や町の方針に変わった点はないものか、２点についてお答

えいたします。

最初に、今議員ご質問の空き家全てにおいて固定資産税は納められ

ているかについてお答えいたします。現在空き家該当者の固定資産税

につきましては、空き家該当者が３１８名のうち納付者が２７６名、

。 。滞納者が４２名となっております 納付率は８７％となっております

次に、固定資産税の取り組み体制については、空き家か空き家でな

いかにかかわらず評価額、課税標準額を決定し、固定資産税を賦課し

ており、変更はないところであります。

また、町の方針の変わった点はないかということについては、中泊

町税条例第７１条第１項に規定する固定資産税の減免に関する要綱を

平成３０年１２月に新たに制定しております。内容につきましては、

中泊町空き家等の適正管理に関する条例において、助言もしくは指導

または勧告に従って空き家が解体されたことにより、地方税法並びに

中泊町税条例の規定により、専ら人の居住の用に供する住宅用地にお

いて、それぞれの要件によって固定資産税の課税標準となるべき価格

の６分の１または３分の１の特例を受けないこととなった住宅用地の

場合、当該解体後に課税される固定資産税５年間について、引き続き

当該空き家等の敷地に供されているものとして６分の１または３分の

１の特例を適用されることとなっております。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

今議員。

〇２番（今 博子君） 今のお話を聞いていても、やはり町でもさまざまな取

り組みをしていることもよくわかりましたが、今３００件以上空き家

となっているということなので、中泊町のこれからを考えると、若い

人たちに負担をかけないためにも２０年後、３０年後を捉え、しっか

りとした将来像を考えていく必要があるものと思います。空き家の今

後を考えると、ひとり暮らしの高齢者などに対しては現在の居住して

いる住居の将来の利活用など、本人の意向を前もって確認しておくの

も一つかと考えます。そして、空き家の発生状況を把握した上で取り

組み体制を整えていく必要があるものと考えるが、いかがなものでし

ょうか。お願いします。
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〇議長（長利 司君） 西総合戦略課長。葛

〇総合戦略課長（ 西成芳君） ただいまの今議員の再質問についてお答えし葛

ます。今後ますます空き家の増加が見込まれる中、町としての対策に

ついてお答えします。

今現状、空き家の問題で相談件数もかなりふえてございます。この

内容といたしまして、空き家を解体したいが補助金があるものかと、

あと空き家バンクの制度内容、登録手続等は、こういう相談がふえて

おります。一応空き家に対して何とかしたいという管理者の思いもあ

ると思います。その中で問題点が、やはり空き家の所有者が高齢者や

管理者が遠方に所在し、相続の手続等がなされていない場合などによ

り、空き家対策が進まないことが多く見られております。

町としては空き家等が危険な状態にある場合、この対策として先ほ

ども若干触れましたが、空き家等の解体の補助金制度がございます。

これは助言、指導、勧告に従って空き家等の措置を講じた場合、３０

万円を限度として、費用の２分の１に相当する額を補助する制度とな

っております。これには条件がつきまして、補助金を申請する構成員

の所有する資産合計が７００万以上あり、主たる生計維持者の所得が

２４０万円以上の場合は申請できません。この制度は、高齢者など低

所得者でも解体等の措置を講じるための補助金となっております。

次に、空き家等が利活用できる場合でございますが、これには先ほ

ども言いました空き家バンクの登録を勧めております。賃貸借、売買

の契約が成立することにより、空き家も少しずつ減少するものと考え

ております。

もう一つが移住支援でございます。町外からの移住者が空き家バン

クを利用する場合、住宅改修費補助金、これは限度額を１００万円と

しております。家財処分費等の補助金、これは１０万円を交付するも

。 、 、のです これも一応条件がありまして ただし５年以上居住する者と

もし５年未満の場合はこれも返還することになっております。

一応これらの制度を宣伝、活用していき、空き家対策を推進してま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君）

濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 今の空き家対策制度については総合戦略課長のほうか
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らもお答えを申し上げたところでありますが、私自身の考えを述べさ

せていただければ、今個別に補助金だとかで対応していても間に合わ

ないような状況、皆さんもご存じのとおりなのだと思います。先ほど

も道路の件申し上げました。融雪溝の件も申し上げました。これら全

てのものが町の基本計画、後で荒関議員のご質問もあるわけでありま

すが、その中で今後中泊町がどういう町として生きていくのか、そこ

ら辺をしっかり考えながら対応しなければ、今の空き家問題一つにつ

いても解決できないのではないかなと私自身考えております。今私が

住んでいる中里旧市街地商店街、ほとんど店もなくなり空き家状態で

す、現実に。中心商店街が空き家状態になってしまったこれまでの経

緯もあろうかと思います。それらを全て考えた上で今後の町づくりを

どうするのか、その絵を空き家の所有者なりに示しながら解決を図っ

ていかないと、個別に対処していっても無理なのではないかなと。一

戸一戸補助金幾らとやっても、現実にはなかなか難しいのではないか

なと考えておりまして、町の計画の中で、議員おっしゃるとおり今後

２０年後、３０年後の子供たちがここでどういうふうに暮らしていく

のか、そこの絵をしっかりやりながら町民の皆さんにご理解を求めて

対処していく必要があるのではなかろうかなと考えておりますので、

これもまた少しお時間を頂戴できればと思っております。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 再々質問ありませんか。

これをもちまして今議員の質問を終了します。

続きまして６番、荒関議員の質問を許可します。

荒関議員。

（６番 荒関富雄君登壇）

〇６番（荒関富雄君） ただいま議長の許可が出ましたので、一般質問に入ら

せていただきます。

今回２点ほどございまして、第１点は第２次中泊町総合計画につい

てであります。あとは、用途廃止した町有財産の管理状況についてで

あります。

順序を変えまして、用途廃止した町有財産の管理から入らせていた

だきます。町営住宅の解体が進んでいるわけですが、現在の計画のま

までいくと用途廃止した町営住宅の解体にあとどれほどかかるのか、
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それと解体した後の利用計画がおありでしたらお示しいただきたい。

あとは、かつて各小学校にあったプールの件であります。利用され

なくなってからもう大分たちますが、一向に解体の様子もなく、管理

状況が安全面に対してどのようになされているのかお伺いいたしま

す。

あと、今年度で用途廃止いたしました訓練校についてであります。

今までは大工組合さんのほうで利用されていたわけですが、あそこは

現状のままでも私見る限りはまだ利用が何かしら可能なのではないか

と見受けておりますが、それをどのように跡地なりを町で利用するの

か、そうでなければ民間に委託するのか、また売買してしまうのか、

そこいら辺をお伺いいたします。

あと、２次の中里総合計画についてであります。総合計画実施され

て３年たつわけですけれども、その中で重点事項のハード事業につい

てお伺いいたします。ハード事業には総合福祉健康センターの建設事

。 、 。業が入っております あと 中里地区の配水路の整備事業であります

もう一点は、中泊町の総合運動公園の改修事業が計画されておりまし

た。これの現在の進捗状況をまずお伺いいたします。達成度、どれく

らいやっているのか。

あと、メバ活は大分進んでいると思いますので、メバ活のところは

答弁要りませんので。大変申しわけございませんが、その点を含めて

お伺いし、答弁の内容によっては再質問したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 荒関議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 荒関議員のほうからさまざまなご質問を頂戴したわけ

でありますが、個々具体の進捗ですとか今どのようになっているかに

つきましてはそれぞれ担当課長のほうからお答えをさせていただくと

して、私のほうからは町の長期総合計画そのものについてお答えをさ

せていただきたいと思います。

ご存じのとおり本計画は町政の最上位計画に位置づけられておりま

して、先ほどから申し上げております将来目指す町の姿、基本的な行

政の取り組みを定める平成２８年度から令和７年度までの１０年間の
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長期計画であります。住民と行政がともに進めるまちづくりの指針と

なるものでありますが、いかんせん１０年間という長いスパンのもの

でありますし、平成２８年当時よかれと思ってつくった計画が今もそ

のままでいいのかということはあるわけでございますので、実際には

この１０年間の基本構想、この将来あるべき姿を実現するやり方とし

まして、区切り区切りですね、基本計画という形で前期５年、後期５

年という計画で、前期のほうが平成２８年度から令和２年、来年度ま

で、後期のほうが令和３年度から令和７年度までの５年間ということ

で決めさせていただいております。

また、それぞれの期間の中での目標達成の具体的手段といたしまし

て、実施計画というのがあります。この実施計画のほうは今度３年間

を区切りとして、最初のほうの１期目が平成２９年度から令和元年度

までの３年間、その後が令和２年度から令和４年度、つまり私が町長

になってすぐのときから３年間が１期目の計画で、今度来年から４年

までの３年間が２期の計画になって、令和５年度から令和７年度まで

が３期目の計画ということで構成をされております。これらの計画の

中で、実施計画の１期目がことしで終わるわけであります。２期目の

計画策定に今まさに取り組んでいるところであります。

、 、また まち・ひと・しごと創生総合戦略というものもございまして

これがことし最終年であります。今後５年間、令和２年度から令和６

年度までの分野横断的な施策を取りまとめまして、２期実施計画と整

合性を図りながら計画の策定を進めるよう指示をいたしております。

この中に今当町及び全国の地域と言われるところが抱えていえる人口

減少、少子高齢化、この進行にどう立ち向かうのかということを今ま

でやってきたことの検証を踏まえながら、また地域に新たに存在が確

認された資源、観光ですとかメバルもそうだと思いますが、そういう

ものをより一層強化、活用することで町の魅力、それからこれからの

町の振興というものに応えられるよう一層その魅力を高め、地域の活

性化、暮らしの安全安心につながるような計画策定をしながら、また

その計画の実現に向けて具体的に一歩一歩進められるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

詳細につきましては、それぞれ担当課長のほうからお答えをさせて

いただきます。よろしくお願いします。



- 33 -

〇議長（長利 司君） 西総合戦略課長。葛

（総合戦略課長 西成芳君登壇）葛

〇総合戦略課長（ 西成芳君） 荒関議員ご質問の各実施計画の達成度と今後葛

計画される実施計画２期目の重点施策についてお答えします。

計画期間が平成２９年から令和元年度まで実施計画１期の重点プロ

ジェクトの実施状況ですが、ハード事業の総合福祉健康センター建設

事業ではＰＦＩ事業による民間の資金と技術的能力を活用して、温泉

施設やリハビリトレーニング施設、食堂、町特産品の販売スペース等

を一体として整備することを計画しており、官民連携による事業の投

入や実施に向けた調査委託費が補助対象となる国土交通省の先導的官

民連携支援事業第１期を昨年４月に申請いたしました。しかし、これ

が不採択となり、同年６月下旬に当支援事業第２次募集には温泉施設

を中心とした温泉熱を利用した周辺の整備など、計画内容を再検討し

て事業申請しましたが、いずれも全国のモデルになるような先導性が

弱いということで不採択となっております。

ことしに入り、派立通り商店街の東側に旧営林署官舎用地があり、

東北地方財務局青森財務事務所では平成３１年４月１日から先着順で

国有財産売り払いの受け付けを開始したことから、予算を措置後、用

地購入の申し込みをし、令和元年６月５日に当町との売買契約締結を

。 、行ったところです この場所は派立通りの旧中心街の高台区域にあり

平成２６年８月の豪雨により宮野沢川が氾濫したした際もほとんど被

害がなかった区域であり、購入した用地を中心に総合福祉健康センタ

ーを核としたコンパクトなまちづくりの構想を進めてまいりたいと考

えております。

今後は役場内に複数の課にまたがるプロジェクトチームを発足さ

せ、基本構想の原案を作成し、官民連携による対話型意見聴取会、サ

ウンディングを行い、建設計画を磨き上げ、２期目の実施計画で建設

に向け進めてまいりたいと考えております。

次に、中泊町総合運動公園改修事業では、老朽化に伴い、野球場器

具庫、テニスコート、陸上競技場などの改修工事を１次の実施計画に

挙げております。テニスコートのフェンスの全面改修は、平成３０年

度原子力施設立地振興対策事業補助金を利用し工事が完了し、器具庫

の屋根改修は平成３１年度予算で改修済みです。野球場及び陸上競技
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場の改修は費用が高額なため、町単独の負担ではなく近隣市町で負担

できないか、五所川原圏域定住自立圏担当課長会議、市町長会議で協

議がなされ、現在運動施設、教育施設利用促進の担当者会議で各市町

の主要施設を洗い出し、調査検討の作業を進めております。

次に、重点プロジェクトのソフト事業についても一応考えてきたの

ですけれども、これは省略しますか……そうですか、わかりました。

現在実施計画２期目の策定に当たり、まち・ひと・しごと創生総合

戦略も今年度で５カ年の計画が終了することから、あわせて１期目の

検証作業を進めており、まだ２期目の重点施策の整理ができていない

状況ですが、検証経過を踏まえつつ、総合戦略と整合性を図りながら

２期目の計画策定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（長利 司君） 毛内財政課長。

（財政課長 毛内康裕君登壇）

〇財政課長（毛内康裕君） 私からは、荒関議員ご質問の各小学校にあったプ

ールの解体と利用可能な施設の今後についてをお答えいたします。

現在当町には学校関係のプールが６カ所ございます。小泊小学校、

小泊中学校のプールはまだ運用中の学校敷地内にあり、既に使用はし

ていないものの、教育財産として管理しております。

議員ご指摘のプールは、中里地域にある旧中里小学校、旧薄市小学

校、旧若宮小学校、旧武田中学校の計４カ所のプールだと認識してお

ります。この全てのプールについては使用中止してから相当な年数が

経過しており、各プールごとによって老朽化の度合いは違いますが、

いずれにしろ何らかの対策を講じていく必要があると考えておりま

す。しかし、プールの解体となると多額の費用がかかるため、財政運

営に影響のない範囲で安全対策を講じながら、優先順位をつけて解体

等を進めてまいりたいと思っております。

次に、旧職業訓練校跡地等の今後についてですが、この施設につい

てはことし６月議会において条例が廃止され、普通財産に移管になっ

たところであります。跡地利用についてはまだ具体的に決まっており

ません。今後の活用方法については、売り払いや貸し付け等も選択肢

に入れながら担当課と協議して進めてまいりたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 古川環境整備課長。
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（環境整備課長 古川幹人君登壇）

〇環境整備課長（古川幹人君） 荒関議員ご質問の第２次中泊町長期総合計画

のうち、中里地区排水路整備計画についてお答えいたします。

当計画につきましては、平成２７年度から土地の形態調査として排

水先の河川や排水系統の分析、また雨量、流出量のデータ分析を行っ

てきました。平成２９年５月に今後の方向性を産業建設常任委員会で

説明をさせていただいたほか、各議員にも資料配付をいたしました。

議員ご存じのとおり調整池を３カ所に設置し、既存の水路を活用し、

場所によっては改修を行い、調整池への流入をスムーズにするなどの

対策を講じていく予定でございます。

また、池にたまった水について隣接する川の水量を鑑みて放出する

こととしております。平成３０年度、令和元年度の２年間にわたり予

備設計を実施しており、年度内に終了する予定でございます。これか

ら実施設計をするに当たり、調整池の形状をどのようにするのか、調

整池として機能を必要としない時期の活用方法など、あらゆる場面を

想定した施工方法など詳細な計画が必要となってきております。

しかし、この事業を実現するに当たり、さまざまな問題をクリアし

なければなりません。水路の改修及び調整池の工事のための用地取得

はもちろんですが、工事実施となると多額の費用、予算の確保をしな

ければなりません。現在の財政状況では非常に厳しいものと思われま

す。このことから、今後工事施工に向け県や国など関係機関、団体と

十分な協議を行い、交付金の活用などを含め慎重に取り組んでまいり

ます。

、 。次に 町営住宅の解体と跡地の利用計画についてお答えいたします

まず、当町の町営住宅の状況について申し上げます。現在中泊町には

町内１０カ所に点在する形で町営住宅がございます。旧中里町は昭和

３０年代から、旧小泊村は昭和４０年代から段階的に住宅の建設、運

営が行われてきました。両地域の人口及び世帯の増加、住宅の需要を

鑑み、住宅供給の役割を果たしてきました。

平成３１年４月１日現在、当町では４６６戸の町営住宅を管理して

ございます。このうち耐用年数を超過し、かつ４０年以上経過してい

る住宅が２０３戸、築３０年以上経過している住宅が８３戸、入居停

止している空き家が７４戸となってございます。これらを老朽化率と
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してあらわすと６１％となってございます。さらに、建物のみならず

水道管や附帯設備の老朽化も著しく見られております。

このような老朽化の状況を踏まえ、当町では国の公営住宅等長寿命

化計画策定指針をもとに、平成２３年度に中泊町公営住宅等長期寿命

化計画を策定し、平成２８年度に改定した計画で住宅の改修や修繕、

解体撤去を年次的に行ってまいりました。

荒関議員ご質問の町営住宅の解体と跡地の利用計画についてであり

ますが、まず住宅の解体につきましては平成２１年度から中里団地を

中心に、おおむね２棟から３棟ずつ急傾斜地の団地から年次的に行っ

ております。平成３０年度時点で解体と解体の対象となる戸建て空き

家住宅７０戸のうち、３７戸の住宅の解体撤去が終わっております。

また、このほか空き家はあるものの、長屋住宅で一部入居しているた

め早急の解体は厳しい状況にございます。

次に、跡地の利用計画についてでありますが、現在住宅跡地をこの

ように活用していくという具体的な計画をお示しできていないのが現

状です。各団地内には数名ずつの入居者が点在しており、跡地の有効

活用の観点から、ある程度入居者を集約する必要が出てまいります。

しかしながら、現時点での入居者の集約には入居者個々の事情から容

易でないものと考えてございます。このことを踏まえ、今後の人口減

少や地域の状況を総合的に考慮して取り進めてまいりますので、何と

ぞよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） るる答弁あったわけですけれども、福祉センター、い

わゆるこれには基本的にはいつから取り組もうとしているのか。なか

なか計画にあっても、余り立派な計画だったものか前に進んでいない

ような状況でありますので、何とかこれを早めてもらいたい。

あと、地区排水整備事業については、これは長期にわたり多大な経

費もかかりますので、そこはわかります。

あと、中泊町の総合運動公園の改修事業、進んでいる部分と進んで

いない部分、予算の関係いろいろあるのでしょうが、先般ちょうど中

体連があったわけです。そのときに沖崎議員からちょっと呼び出し食

らいまして見てきたのでありますが、１００メーターのスタートの地
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点がもうぼろぼろのような状態になっておりますので、平成１２年度

から全天候型の陸上競技場に整備しまして大分経過しているわけであ

りますので、やっぱり悪いところは早期に手がけるべきところは手が

けなければ、平成３１年度の第４種公認の認定の更新と、これは先般

の議会の答弁の中でも本年度の１０月がめどだというふうに指摘され

ておりますので、そこいら辺をどのように考えているのか。多大な経

費がかかるということは理解しておりますし、そして進めようとして

いる五所川原圏域の中で、やっぱり１町村ではなかなかこれだけの設

備を維持していくのは私も大変だと認識しておりますが、現状が余り

、 。にもひどいような状態でありますので 早急に手がけていただきたい

あとはこれからいろんな長期計画、全て前の議員の質問に対しては

町長は長期計画の中で取り組むと。というのであれば、やっぱり住民

とのコミュニケーションのとり方、ここいら辺がちょっと今までとは

違って、現町政は地区懇談会を開催していませんし、地区懇談会を開

催しないのであればどのような形で住民とのコミュニケーションをと

っていこうとしているのか。

、 、 、あと 各小学校のプール跡地の解体については とにかく安全対策

安全面に留意してもらいたいと。あのままずっと放置したままで、も

し事故等が起きた場合は必ず、こういう時代でありますので、かなり

な負担がかかると思いますので、解体の負担よりもひどいような状況

にならないようにと、あと地域住民の不安解消です。いつまでたって

もずっと前政権から、ずっと町政から流れてきたものが全然手をつけ

られていないということになれば、町は全然やる気がないのかと、そ

ういうふうに住民が思いますと、進めたい事業も進めづらくなるよう

な状況になった場合は大変困ると思いますので、何とかそこいら辺を

留意しながらやってもらいたい。

あとは、利用可能施設の今後については有効利用していただきたい

と。用途廃止したら早急に何かかにかの計画を立てて、また民間で欲

しいというのであれば譲渡するとか、あのままでまた長きにわたり放

置されますと、利用できるものを利用できないような状況にしないよ

うにしていただきたいと。

あと、町有財産の管理については大分解体は進んでいるわけなので

すけれども、１０カ所もあって全てが用途廃止ではないですよね。用
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途廃止した場所においてもまだ居住者がおって解体できない、それは

わかるんですよ。居住者がいるところを無理して解体しなさいという

ような趣旨の質問ではありません。居住していない箇所を、今は５戸

ぐらいずつ進んでいますけれども、そのままでずっと更新していくと

何かしら二次被害が起きないか、それが心配なのですよ。人が住んで

いるところであれば、それはどういう状況下にあっても当然管理して

いくべきでありますし、人が住んでいない所をどうするのか、そこを

聞いているのです。再度答弁お願いいたします。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 余り質問の数が多過ぎて、全部把握できるかどうかあ

れですが、荒関議員、大ベテランな議員でありますし、きょう議場に

おられる議員各位におかれましても、私まだ３年もたっていないわけ

でございまして、皆さんのほうが大先輩なわけでございますので、さ

まざま詳細今ご指摘いただいたとおりかと思います。順に私のほうか

らお答えをさせていただきます。

まず皆さん、私就任以来最大の懸案事項である温泉の話であります

が、今までトライしてきたこの二、三年の経緯は先ほど課長のほうか

らお話ししたとおりであります。一から町の予算を用意して全部取り

組めれば非常にすきっといくのでしょうが、なかなか大変だというこ

ともあって、まず計画をつくるための資金を国から何とか出してもら

おうと思って２度ほどチャレンジをしたわけであります。なかなかう

まくいかなかったこともあって、今現在課長から説明したとおり旧営

林署官舎跡地をてこにしながら近隣所有者の皆さんにご理解を得て、

土地の協力をいただいたりしなければいけないものでありますので、

まずはきちんとした計画を部局横断でつくらせていただいて、もちろ

ん議員各位にもご説明をさせていただいた上で、プランを持って地権

者さんたちのご理解を得ながら土地の確保もしていきたいなと思って

おります。幸いにしてあの地域、１，０００メーター掘れば４３度の

お湯が湧くということは確認をとれておりますので、あとはどういう

ものをどのように配置していくのか、土地をどう確保していくのかと

いう問題だと思いますので、何とかことしじゅうに大筋のけりをつけ

て、来年からつち音とまでいかなくても、何とか半歩でも、はいはい

でもできるようにしていきたいなと思っております。福祉センターに
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ついてはこの状況であります。

運動公園のスタートのところであります。議員最近行かれたと思い

ますが、私は春先というか、夏場前には行って見ておりまして、総務

課長は陸上の関係者なものですから見に来いと言われまして、私は見

に行って穴あいているのを確認しました。幾らかかるのかも見積もり

をいたしまして、補正で今百数十万手当てをさせていただいて、雪降

る前にはやろうということにしてございます。

第４種公認の話でございますが、今秋で期限が切れるわけでありま

す。この件につきまして先ほどからお話ししているとおり、西北五地

域の定住自立圏、ここの北五の定住自立圏の中でお話をさせていただ

き、首長さん方はそうだそうだと言っておるのでございますが、一旦

事務方におりますと、先ほど課長からお話ししたどの施設をどういう

役割分担で維持していくのかと。例えば五所川原の野球場を１億かけ

て整備したときに、誰がどう負担して今後もやっていくのかと。うち

の陸上競技場もそうであります。今２億弱の金がかかるそうでありま

す。令和４年にはまた追加で経費がかかるというふうな段取りになっ

ているようでございまして、それらを見通すと今後どうしていくのか

ということもあって、とりあえず第４種公認は１年間の猶予延長をさ

せていただいております。そこを見ながら、また地区の首長さんたち

と定住自立圏の中で話をしていければなと思っております。いずれに

しても時間的猶予がないのは私も承知しておりますので、そこはでき

るだけおくれないようにやっていきたいなと思っております。

地区懇談会の話でありますが、私がやりたくなくてやっていないの

ではなくて、さまざまの事業をやっている中で、なかなか地区懇談会

ということに実現がいかないと。個別には若い人たちの農業者、漁業

者の団体と懇談会を開いたり、婦人会の皆さんとの懇談会を開いたり

はしているわけでございますし、老人クラブのほうからも講師として

呼ばれ、質疑という形でお話をさせていただいておりますが、まずは

その地区に行って住民の皆さんとということはできておらない状況に

あります。これもできるだけ早急に、１期目終わるまでにはやりたい

なと、まだ３年たっていませんので、何とか１期目のうちには一通り

回りたいなと思ってございます。

それから、プールの安全の話でありますが、中里小学校のプールは
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思い出にあります。私がちょうど中学校に上がったときに完成をいた

しまして、下の中学校に下りたときに上のプールができたら模範遊泳

だと、小学生に模範遊泳を見せろと言われて、ずっと泳いでいた記憶

があります。あれからもう４８年たったわけであります。当然プール

も使われていなくなり、今や非常に危ない状態であるということで、

中里小学校のプールにつきましては今具体にどうすれば危険を避けら

れるのか、回避できるのかということで、手の打ち方を今具体に考え

ているところでございます。先日も庁議で話題になったのですが、町

内にどこにどういうプールがあるのだと、若宮のプールですとか武田

のプールですとか薄市のプール、それぞれ状況が違います。できた時

期も若干ずつ違います。それらを見ながら、安全にとにかく配慮しな

がら今後計画的にけりをつけていきたいと。けりのつけ方はさまざま

、 。あるのだと思いますが けりをつけてまいりたいなと思っております

それから、利用可能施設の有効利用はもちろんのことであります。

特にことし用途廃止をさせていただきました訓練校のところにつきま

しては、ちょっと前に使わせていただきたいという声がけも幾つかあ

ったのですが、これもまた時代の流れの中で、あの土地をどう使えば

我が町町民にとって一番いい形に使えるのか、これは民間さんのさま

ざまな動きの中でそれと連動するような形で考えていければ、皆さん

にとっていい跡地利用ができるのではないかなと思っております。そ

こはまた民間さんの動きでございますので、具体になってきましたら

また議員各位にもご相談申し上げながらご判断をいただければと思っ

ております。

それから、町営住宅の件でございますが、例えば二軒長屋、三軒長

屋になっているところで、長屋の中の２世帯がもういなくて、１世帯

が残っていれば大変なわけでございます。個別の住宅、単独住宅でも

う用途廃止して住むところがなくなったところについては、本当に予

算との兼ね合いを見ながら、できるだけ早く、環境にも悪うございま

すので撤去なりをしていきたいなと、今予算をお願いしながら順繰り

にやっていければなと思っております。

以上でお答え漏れがなかったと思いますが、あったようでございま

したら再度またお願いいたしたいと思います。

〇議長（長利 司君） 再々質問ありませんか。
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荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 詳細にご答弁はいただいたのですが、そうなのであれ

ば陸上競技場の改修工事、公認は１０月がめどだったのが１年間猶予

してもらうようにというようなお話でありましたが、どこまでどう具

体的に直していくという実施計画そのものを今お持ちですか。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） どこをどのようにこれから直していくのかと問われま

すと、今持っているのは、４種公認をとるためにどこをどう直さなけ

ればいけないのかと、これは指摘されている事項でございますので、

そのために具体的に幾らかかるのかというものは持ち合わせておりま

す。いずれそれを土台にしながら先ほど申し上げました圏域でご相談

をさせていただければ、それを来年の１０月、１年延ばしていただい

た公認の時期に間に合わせられれば何とかやっていきたいなと思って

いるところであります。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） これをもちまして荒関議員の質問を終了いたします。

続きまして３番、成田議員の質問を許可します。

成田議員。

（３番 成田直人君登壇）

〇３番（成田直人君） 議長のお許しをいただき、あらかじめ提出しておりま

す通告書の内容に沿って質問をいたしたいと思います。質問事項は、

海洋プラスチック問題と受動喫煙防止対策についてであります。

質問事項の１点目は海洋プラスチック問題についてであり、地球規

、 、模のテーマと思われますが 海で生業とする小泊地域の多くの漁業者

漁業関係者にとっては最も身近で関心の高い事象であり、かつ深刻な

問題になりつつあることから取り上げた次第であります。

さて、さきの６月に大阪で開催されたＧ２０サミットで海洋プラス

チック問題が話し合われ、プラスチックごみによる海洋汚染を２０５

０年度までにゼロにすることを目指す大阪ブルーオーシャンビジョン

が盛り込まれた大阪市の宣言が採択されました。世界の沿岸国から海

洋に流出する廃プラスチックの量は年間１，０００万トンにも上り、

そのほとんどがごみ処理などの管理不十分やモラル低下によって海洋

へ流出していると言われております。特に海洋プラスチックごみは太
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陽熱や紫外線を受けて劣化し、５ミリ以下のプラスチック粒子である

マイクロプラスチックへ変化し、見えないごみとなって世界の海に漂

い、魚はプランクトンと間違えて食べ、それが有害になることも調査

研究で指摘されております。

そんな状況下にあって、近年小泊地域海岸へ漂流、漂着する大量の

、 、プラスチックごみによって 成長産業化を目指す漁業や観光への影響

海洋生物への影響などの懸念材料が増加し、海洋プラスチック対策は

海の未来を守るため喫緊の課題であると認識しております。

手前みそではありますが、小泊漁協は毎年４、５月に漁港周辺の自

主清掃活動の実施や、また隗より始めよとの思いで漁業者みずからが

やれることから行動しようを合い言葉に、プラスチックごみを海に捨

てずに持ち帰ることを７月の定例理事会で決議し、漁業者に対して周

知を図っているところでもあります。

国の施策としては来年４月よりレジ袋の有料化を義務づけることに

なっており、加えてプラごみゼロ宣言をいち早く発表している自治体

もあります。一方、民間企業ではレジ袋から紙製へ転換するなど脱プ

ラスチックの動きが見られ、またメーカーではプラスチックにかわる

環境に優しい素材の研究開発が着実に進められている状況にありま

す。

そこで、安くて便利なプラスチック製品を利用する私たち一人一人

ができることから始めるという自覚を持ちつつ、プラスチックごみを

減らす再使用、再利用という３Ｒのほかに、やめるという強い意識ま

で求められる中にあって、全町民に対する意識啓発の進め方等を検討

し、その方策を早期に打ち出すべきタイミングであると思うし、かつ

また近隣市町村等に対して協力連携の要請活動が必要不可欠と思われ

るが、町長の考え方を伺います。

質問事項の２点目は、受動喫煙防止対策についてであります。昨年

７月に健康増進法の一部改正に関する法律が成立し、年内の一部施行

を経て、来年４月１日より全面施行されることとなっております。改

正の主な目的は、望まない受動喫煙をなくすため総合的かつ効果的に

推進するよう努めることとし、屋内が原則禁止、二十未満の立ち入り

禁止、喫煙室の設置が必要、標識掲示の義務づけなど、マナーからル

ールへと変わりました。
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平成２９年度県全体での西北地域における喫煙等に関するデータで

は、喫煙率は男性ワースト１位、２９．８％、妊婦同居者の喫煙率は

ワースト１位、５２．１％、就労妊婦の職場内受動喫煙率はこれもワ

ースト１位で２１．６％と、しかも中泊町のがん死亡では肺がんが最

も高い数値となっており、このことは職場内、家庭内の区別なく副流

、 、煙や主流煙が蔓延している 誰しもが望まない劣悪な環境に身を置き

日々の生活を送っている現状にあると言えます。

そこで、健康づくりという観点から望まない受動喫煙をどのように

受けとめ、またかかる法律が来年４月からの全面施行を踏まえ、中泊

町としての効果的な受動喫煙防止対策の検討並びに取り組みについて

どのように考えているのか伺います。

以上、お願いいたします。

〇議長（長利 司君） 成田議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 成田議員ご質問の２点のうち、海洋プラスチック問題

について私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

今も報道で各国の首脳が会うときに話題の一つにこの海洋プラスチ

ック問題というのが出ているわけでありますが、近年私ども日本のみ

ならず、あらゆる海岸において、国内、周辺諸外国からの大量の漂着

物が押し寄せられておりまして、生態系を含む豊かな海岸環境の悪化

や美しい浜辺の喪失、海岸の機能低下、漁業への影響等の被害が数多

く発生していると受けとめております。

特に海洋に流出する廃プラスチック類やマイクロプラスチックは海

洋生物の生態系に深刻な影響を与え、世界全体で取り組まなければな

らない地球規模の問題であることはもちろんであります。議員ご指摘

のとおりＧ２０サミットで話し合われ、２０５０年までにゼロを目指

す大阪市の宣言が採択されたところであります。このことから、この

問題を解決するためには海岸を有する地域だけではなくて、陸域を含

めた全ての地域において共通の課題であるとの認識を持ち、排出ごみ

の削減と適正処理を推進することが重要であると認識しているところ

であります。国では容器包装リサイクル法を初め、各種リサイクル法

の適正な実施によるごみの量を減らすリデュース、できるだけ繰り返
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して使うリユース、資源として再生し利用するリサイクル、この頭文

字をとって３Ｒの推進を行ってまいっているところであります。

また、さきの大阪市の宣言を受け、プラスチック製の容器包装を製

造する事業所などでもワンウェイプラスチック、いわゆる１度しか使

えない使い捨てのストローやスプーンなど、今後はリサイクルできな

い廃プラスチックとなる製品の生産を抑制する動きになっているほ

か、大手コンビニ業界でもこれまで無料配布されてきたレジ袋を有料

化するなど、問題視されている廃プラスチック類に対する取り組みに

大きな変化が起きている状況にあるというふうに認識をしてございま

す。

町といたしましても、悪質な不法投棄、ポイ捨て撲滅のため一層の

パトロール強化とともに、必要に応じた警告看板の設置による犯罪行

為の防止、抑止、特に岩木川沿いの関係自治体とは連携を密にし、陸

域からの排出を防止する対策を強化してまいりたいと考えておりま

す。また、海岸に漂着したごみにつきましては、豊かな自然環境を守

るため、これまで長年にわたり地域で行われてきた清掃ボランティア

活動、先日県のほうからも表彰されたわけでありますが、こちらのほ

うの継続と国の海岸漂着物等地域対策推進事業、回収、処理、抑制、

補助率もあって補助もいただきながらやっているわけでございます

が、こちらのほうを活用するなどし、美しい山川と豊かな海を後世に

継承できるよう、国や県の動向を注視しながら対策を講じてまいりた

いというふうに考えてございます。

私からは以上でございます。

〇議長（長利 司君） 山中町民課長。

（町民課長 山中哲哉君登壇）

〇町民課長（山中哲哉君） おはようございます。私のほうから成田議員ご質

問の受動喫煙防止対策の検討及び取り組みについてお答えします。

この受動喫煙防止対策における動向としては、平成１５年５月に健

、 、康増進法第２５条において 多数の者が利用する施設の管理者に対し

受動喫煙防止のための措置を講じることを努力義務とし、昨年７月に

は健康増進法の一部改正により、１点目として受動喫煙が他人に与え

る健康影響を考慮し、望まない受動喫煙をなくすこと、２点目として

健康影響の大きい子供、患者等に配慮し、これらの人が利用する屋内
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外の施設について一層対策を徹底すること、３点目として施設の類型

、 、場所ごとに対策を実施することとなっており 本年４月１日より学校

病院、児童福祉施設等、行政機関の第１種施設において一部施行とな

っており、その他事業所、飲食店を含む第２種施設においては２０２

０年４月１日より全面施行となっております。このようにたばこが人

々の健康に悪影響を及ぼすことは科学的にも明らかであり、喫煙する

本人だけではなく周囲の人々の健康にも影響を及ぼし、受動喫煙が原

因の脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児突然死症候群で年間１万

５，０００人が死亡していると報告されていることから、受動喫煙防

止対策のさらなる強化が求められております。

我が町においては、平成２９年３月に策定いたしました第２次健康

中泊２１において、喫煙や受動喫煙の健康影響に触れ、管内小学校で

の受動喫煙の学習、防煙教室の開催、妊娠届け出及び乳幼児健診の際

には同居家族の喫煙状況調査に基づく保健指導、特定健診説明会、成

人式でのパンフレットの配布など、各種保健事業を通して喫煙率の減

少、受動喫煙の防止の普及に取り組んでおります。

今後はこれまでの各種施策を継承しつつ、町民や事業者の協力を得

ながら各種検診や健康教育、相談の機会に加え、令和２年４月１日の

全面施行に向け、関係機関と連携した事業所、飲食店等の第２種施設

を対象とした説明会の開催、町広報紙等により受動喫煙防止の必要性

の周知、禁煙治療実施医療機関などの情報提供を通じて、子供から大

人まで受動喫煙防止対策を再認識していただくため努めるとともに、

多数の方が利用する町が管理する施設においては法令が求める基準等

を遵守しつつ、望まない受動喫煙をさせない対策を所管施設と連携し

ながら快適で良好な施設環境の確保に取り組みたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

成田議員。

〇３番（成田直人君） 私の質問した環境問題あるいは健康問題については、

地域住民のみならず、国民の方々一人一人が自覚と認識を持っていか

なければ進まないものだなということを改めて痛感しているわけなの

ですけれども、一方行政のほうとしてもいろんな施策を講じながら、

または経過を組み込みながらこれらについて対処していくというふう
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な姿勢が見受けられましたので、今後についても緩めることなく環境

問題、健康問題については推し進めていきたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

〇議長（長利 司君） これをもちまして、成田議員の質問を終了します。

続きまして５番、塚本議員の質問を許可します。

塚本議員。

（５番 塚本悦子君登壇）

〇５番（塚本悦子君） 議席５番、塚本悦子でございます。通告に従い、２点

について質問させていただきます。

、 。まず １点目は一般質問などに対する答弁事項についてであります

、 、議員の一般質問などに対する町長などの答弁内容 すなわち実施する

取り組む、検討する、見直す、協議する、努力するなどのその後の実

施状況の対応を調査し、その進捗状況を広報、ホームページなどに周

知公表することは、町民も行政に参画しやすく、なお一層の開かれた

町になると思われますが、どのようにお考えでしょうか、お聞かせ願

います。

２点目は、子供の貧困対策についてであります。改正子ども貧困対

策法が６月１２日に参院本会議で可決されました。貧困改善に向けた

計画づくりを市区町村の努力義務とすることが柱で、地域の実情に合

った対策の推進を目指すものであります。

６年前に制定された現行法は、親から子に貧困が受け継がれるのを

防ぐことを目的とし、施設の力点を教育の支援に置いていた、いわば

将来を見据えた法律と言える。これに対し改正法は、将来だけでなく

現在の貧困の解消を目的に明記し、対策として保護者の仕事安定向上

や、所得の増大に役立つ支援をすることを新たに盛り込んだ大きな前

進であります。

政府は２０１４年施行の同法に基づき、低所得世帯の幼児教育、保

育の無償化や児童扶養手当の増額などに取り組んでいるが、子供の貧

困率は２０１５年で１３．９％、７人に１人が貧困状態にある。ひと

り親世帯の貧困率は５０．８％に上る。その上、１０月には消費税１

０％に上がります。猛暑でも電気を辛抱してエアコンを使わなかった

り、食事にも気を遣い、ますます富裕層と庶民の格差が広がりつつあ

ります。子供の貧困対策は教育の支援、生活の支援、保護者に対する
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就労支援、経済的支援などありますが、一自治体においては経済的問

題が一番大きいと思います。

一方、既に独自の取り組みを進める自治体もあります。その先駆的

な自治体の一つが大阪の箕面市であります。親から子への貧困の連鎖

の根絶を重点課題と位置づけ、指令塔となる専門部署を設置し、支援

の必要な子供の早期把握を目指して子ども成長見守りシステムを２０

１７年度に導入しました。学校側は子供に小まめに声をかけ、様子を

見守るなどの対応をとっています。ほかにも対策を進めている自治体

もありますが、我が町の取り組みはどのようになっているかお聞かせ

願います。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 塚本議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 塚本議員ご質問のうち、子供の貧困対策について私の

ほうからお答えをさせていただきまして、私どもの答弁のその後のフ

ォローにつきましては副町長から、また教育の部分の貧困に対する対

応につきましては教育長のほうから答弁をさせていただきます。

塚本議員の子供の貧困対策でございますが、子供の貧困を原因とす

る問題、近年マスコミ等でも多く取り上げておりまして、私も非常に

関心を持っているところであります。子供は地域の宝と言われるわけ

でございますが、その子供の将来が生まれ育った環境によって左右さ

れることがないよう、子供の貧困対策に国を挙げて取り組んでいくこ

とを目的に、議員から先ほどご紹介のあったように平成２５年６月、

子どもの貧困対策の推進に関する法律が制定をされまして、ことし６

月１２日にはこれまで都道府県までの努力義務とされていた子どもの

貧困対策に関する計画策定が市町村まで拡大される内容を含む一部法

改正がなされたところでございます。

青森県のほうでも教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の

支援、そして経済的支援、この４本の柱を基本方針とした青森県子ど

も貧困対策推進計画というものを平成２８年３月に策定をしておりま

して、全ての子供たちが夢と希望を持って成長できる青森県の実現に

向けて取り組むこととされたところであります。現在計画に基づきま
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して、それぞれの分野において幅広い事業が展開されているところで

ありまして、我が町においてさまざまな相談等があった場合は、県な

どが実施する事業の利用促進を図るという状況で今対応してございま

す。子供の貧困対策と一言で表現されているわけでありますが、その

具体的な状況や要因は百人百様であります。そして、個々のケースに

適合した柔軟な支援が実施されなければならないという非常にデリケ

ートな課題でもあろうかと思っております。

先ほども申し上げましたが、子供は地域の宝でございます。という

ことは町の宝であり、県の宝であり、国の宝でもあります。その宝物

が現在、そして将来にわたって輝いて成長できるよう、子供たちの現

在の状況にしっかりとアンテナを張りながら、どういった支援が必要

なのか、町としてどういった支援ができるのか、計画の策定も含めて

しっかりと検討してまいりたいと考えているところでございます。

私からは以上でございます。

〇議長（長利 司君） 横野副町長。

（副町長 横野彰吾君登壇）

〇副町長（横野彰吾君） 私からは、塚本議員ご質問の一般質問や質疑に対し

まして、検討するや協議するなどの理事者答弁について、その後の対

応についての進捗状況等を町民に周知するべきではないかとのご質問

にお答えいたします。

一般質問や質疑において議員各位からご提案をいただき、検討する

などとお答えした項目につきましては、内容の熟度等に応じて担当課

において対応を進めているところでございます。その検討の結果、施

策として立案まで至ったものについては当然予算案として議案にご提

案できるわけですが、まだ検討中のもの、また立案に至らなかったも

のにつきましてはなかなか伝わらない面もあろうかと思います。町民

の代表として質問された議員におかれましては、その内容に強い思い

を持って質問されているわけですので、検討するなどと答弁した結果

につきましては理事者側としてもしっかり説明責任を果たす見地か

ら、議会ガイドや町広報、またホームページなどの周知方法や時期な

ども含めて、議員の皆様の意見を聞いた上で今後周知してまいりたい

と考えております。

以上でございます。
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〇議長（長利 司君） 米塚教育長。

（教育長 米塚鈴子君登壇）

〇教育長（米塚鈴子君） 塚本議員ご質問の中の教育委員会での取り組みと対

応について、私のほうからお答えいたします。

教育委員会では、全ての子供にひとしく教育を受ける権利を保障す

。 、るため就学援助費支給事業を行っております 小中学校での徴収金は

学級費並びに教材費、給食費や修学旅行費、校外学習活動費等を徴収

して、これらを教育活動を円滑に行うための経費に充てております。

この経費の負担が何らかの経済的理由によって就学困難と認められる

児童生徒の保護者に対して必要な援助を行っており、就学援助制度に

ついては町のホームページ、小中学校の入学時の保護者説明会の際に

教育委員会の担当職員が説明並びに案内等を配布して、制度の周知徹

底を図っております。

就学援助制度の実績でありますけれども、平成２６年度は小学校、

中学校の児童生徒合わせて７１７人中１４４人に約１，２７０万円の

支給、率にして２０．１％、平成２７年度には６８１人中１４８人に

約１，３３６万円の支給、率にして２１．７％、平成２８年度は６６

０人中１４０人に約１，１９６万円の支給、率にして２１．２％、平

成２９年度は６１０人中１２７人に約１，１５５万円の支給、率にし

て２０．８％、そして平成３０年度は６０１人中１３３人に約１，１

２６万円の支給、率にして２２．１％となっております。

また、学習支援につきましては、全児童生徒を対象として、放課後

や週休日に子供たちにさまざまな体験型学習の機会を提供する放課後

子ども教室推進事業を行っております。地域、保護者の協力を得なが

ら各小学校や図書館並びに博物館等で開催し、多様な教育的活動を実

施しております。

また、平成２９年度からは青森県の生活困窮世帯児童と学習支援事

業、子供サポートミーティングプレイスが中泊町でも月２回程度開催

されており、１年目は公民館で、そして昨年度、ことしはパルナスで

開催されておりまして、今年度は小中学生６名が学校や自宅以外の環

境で楽しく有意義に学習していると伺っております。

子供を取り巻く環境が複雑化する中で、子供の将来が生まれ育った

環境によって左右されることのないように、関係課相互の密接な連携
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のもと、町内の全ての子供たちが健やかに育成される教育の整備と教

育の機会均等を図る適切な支援対策の継続に努めてまいりたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 再質問ありませんか。

塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） 一般質問などに対する答弁事項でありますが、副町長

さんよりるる所見を拝聴いたしました。北海道の一部の自治体では行

っているところもあります。進捗状況がわからないと議員が同じこと

を何度も質問する状態にあるのではないかなと思いますので、ぜひ町

民が行政により一層関心を持てるよう前向きに進めていただきたい

と、このように思います。

次に、子供の貧困対策についてでありますが、町長さんのご意見も

拝聴いたしました。教育長さん、るる拝聴いたしましたが、片山喜博

慶應大学の教授によると、子供の貧困の解消に本気に取り組もうとす

ると住民に最も身近な市町村の果たす役割が大きいのだと、この対策

は学校との連携は必須で、おのずと学校のあり方が問われると。教師

は時間的にも精神的にもゆとりと余裕を持って子供たちに向き合わな

ければならないと。ところが、教師の多忙化が叫ばれて久しいのに、

いまだに有効的な改善策が打ち出されていないと。教師の多忙化解消

は、子供の貧困への対策という面からも自治体がもっと真剣に取り組

む必要があり、それには教育委員会に学校経営者として自覚を持って

もらわなければならないと言っております。国の指示でやらされると

いう消極的な姿勢ではなく、ぜひみずからの地域の重要課題として、

まずは地道な計画策定の作業から取り組んでほしいと言っておりま

す。どうぞ備えあれば憂いなしと、我が町に少しでも貧困家庭が出な

いことを願いつつ、これで質問を終わります。ありがとうございまし

た。

〇議長（長利 司君） これをもちまして塚本議員の質問を終了します。

◎散会の宣告

〇議長（長利 司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時５６分
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第３回中泊町議会定例会

令和 元年 ９月１３日（金曜日）

〇議事日程 第３号

１ 議案第３２号 平成３０年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定

について
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３ 議案第３４号 平成３０年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について
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- 52 -

１５ 議案第４６号 負担付き寄附の受け入れについて

１６ 議案第４７号 負担付き寄附の受け入れについて

１７ 議案第４８号 権利の放棄について

１８ 発議第 ５号 青森県立中里高等学校存続に係る要望書について

１９ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項について

〇出席議員（１３名）

１番 田 中 洋 君 ２番 今 博 子 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 川 山 光 則 君

９番 青 山 雅 晴 君 １０番 沖 崎 勲 君

１１番 野 上 憲 幸 君 １２番 野 上 祐 一 君

１３番 長 利 司 君

〇欠席議員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 米 塚 鈴 子 君

代 表 監 査 委 員 西 昭 文 君葛

総 務 課 長 成 田 勝 輝 君

財 政 課 長 毛 内 康 裕 君

総 合 戦 略 課 長 西 成 芳 君葛

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 山 中 哲 哉 君

福 祉 課 長 木 元 剛 君

環 境 整 備 課 長 古 川 幹 人 君

農 政 課 長 竹 谷 覚 君

水 産 商 工 観 光 越 野 進 一 君
課 長

小 泊 支 所 長 加 藤 孝 典 君



- 53 -

総 務 学 務 課 長 藤 田 康 久 君

社 会 教 育 課 長 谷 伊久弥 君

会 計 課 長 下 山 貴 子 君

上 下 水 道 課 長 阿 部 明 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 加 藤 成 子 君

事 務 局 次 長 古 川 優 君

総 務 課 木 村 将 師 君行 政 情 報 係

総 務 課 佐 藤 伸之介 君行 政 情 報 係

総 務 課 庶 務 係 石 川 愛 君



- 54 -

開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１３人

です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

本日は議案の審議を行います。

◎日程第１ 議案第３２号ないし日程第７ 議案第３８号

〇議長（長利 司君） 日程第１、報告第３２号 平成３０年度中泊町一般会

計歳入歳出決算の認定についてから日程第７、議案第３８号 平成３

０年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定についてを

一括議題とします。

本決算については決算特別委員会に付託して審査いたしましたので、

委員長に審査結果の報告を求めます。

野上委員長。

〇決算特別委員長（野上祐一君） おはようございます。去る９月６日の本会

議において決算特別委員会に付託されました議案第３２号から議案第

３８号までの平成３０年度中泊町一般会計歳入歳出決算及び各特別会

計歳入歳出決算、利益の処分及び決算についてを９月１１日と９月１

２日の２日間にわたり慎重に審査をいたしましたところ、いずれも異

議なく認定すべきものと決定いたしましたので、ご報告を申し上げま

す。

以上です。

〇議長（長利 司君） これから議案第３２号 平成３０年度中泊町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第３８号 平成３０年度中泊町

水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定についての総括質疑を行

います。質疑ありませんか。

沖崎議員。

〇１０番（沖崎 勲君） 私からスポーツ関係について、一般質問で荒関議員

も運動公園について話していましたけれども、予算がなかなか、財政

が圧迫されておりますのでわかっておりますが、できるだけ早く新年

度に向けて頑張ってほしいし、特に私陸上競技好きなものですから、

今回もあっちの大会で中里中学校が日本一になると、恐らくなれると
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いう一人がありますので、ひとついいグラウンドで練習させてほしい

と。

それと、先般行われた県民駅伝、すごく遠くから赤いたすきをもら

わずに頑張って、あの暑い中、特に職員である熊木さんが本当に頑張

ってくれたことを私は感謝しております。

ただ、その中で来年度はどうなのだと、わだっきゃまねと、まねと

言う人ばかりいっぱいあるわけですけれども、やっぱりこれは反省し

て、いろんな新年度に向けた対策といいますか、考えなければならな

いと。その中で言いたいのは、町としても反省会を踏まえた、今のお

もてなしではないですけれども、労をねぎらって、大会その日も暑い

のですけれども、練習のときは物すごく、私は何回も行かないのだけ

れども、あの暑い中駅伝のために頑張った選手が本当にかわいそうで、

終わったら反省会もそうだし、来年のために一杯飲むというわけには

いかないけれども、来年度はもうあんか頑張って、もうあんか新しい

選手もと。何か陸上協会のほうで反省会をやるらしいですけれども、

そういうときは誰か出席して労をねぎらってほしいと私は思います。

もう一つ、今の（仮称）津軽大橋ができるわけですけれども、前か

ら駅伝だば人がちょっと足りないところで、マラソンやればどうだか

と。前、津軽大橋でやったときは駅伝やったわけですけれども、今回

橋ができればどうでしょうかと、そういう話もしておりますので、ま

だ決定はできないけれども、町長、その辺どの方向で、覚えていると

思うけれども、考えを聞かせていただきます。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 町民の方も非常にご関心の高い今の第二津軽大橋の状

況でございますが、それと大橋の開通を記念した今沖崎議員ご要望の

マラソン大会のようなもの、以前にも町内の陸上関係者の方から、第

二津軽大橋ができたときにぜひそういうマラソンのようなイベントを

やってはどうかというお話を頂戴しておりました。

橋そのものが我が町の中だけの橋ではなくて、つがる市と中泊町を

結ぶ橋になるものですから、つがる市のほうともまたご相談をしなけ

ればいけない案件でもありますし、単発で終わるのか、定着させるよ

うなマラソンイベントを目指すのか、観光として打ち出せるようなも

のにするのかどうなのかということも、さまざま踏まえた上で、また
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大橋ができて道路が開通するタイミングをいつと想定しておくのかも

考えながら、恐らく来年度中にはというような話になるのかなと思っ

ておりますので、そこら辺の結論につきましても、何とか今年度中に

は来年度予算に向けて結論を出せるような形にはしていきたいと。と

なりますと、１２月、３月でもう一度ご議論をいただくような形にな

ろうかなと思っております。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 谷社会教育課長。

〇社会教育課長（谷 伊久弥君） よろしいでしょうか。９月１日に開始され

た県民駅伝競走大会でございますが、炎天下の中参加していただいた

選手の皆様並びに大会に向けてコーチを引き受けてくださった方々に

感謝申し上げます。

さて、ことしの県民駅伝は新青森運動公園陸上競技場のこけら落と

しを兼ねてのもので、コースが今までと大幅に変更になり、新たに小

学生の区間が設けられました。それを受け、小学生の候補選手は７月

４日より毎週日曜日に強化練習を行ったものでございました。

ただ、駅伝の準備や当日の対応に至っては、当課の手際が余りよく

ない点もございましたので、県民駅伝大会の中泊実行委員のご意見も

伺いながら反省点を来年度に生かしてやっていきたいと思いますので、

ご理解のほどお願いします。

〇議長（長利 司君） そのほか質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３２号から議案第３８号までを一括して採決します。

本決算に対する委員長報告は認定するものであります。

お諮りします。本決算は委員長報告のとおり認定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号から議案第３８号については委員長報告
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のとおり認定するものと決定しました。

◎日程第８ 議案第３９号及び日程第１１ 議案第４２号

〇議長（長利 司君） 日程第８、議案第３９号 中泊町職員の給与に関する

条例等の一部改正について及び日程第１１、議案第４２号 中泊町外

国語指導員の給料及び旅費に関する条例の廃止についてを関連があり

ますので、一括議題として説明、質疑を行い、討論、採決については

議案ごとに行います。ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 本案について担当課長に説明を求めます。

成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） おはようございます。議案第３９号 中泊町職員

の給与に関する条例等の一部改正について、議案第４２号 中泊町外

国語指導員の給料及び旅費に関する条例の廃止について一括してご説

明を申し上げます。

今回の改正は、地方公務員の臨時、非常勤職員が増加し、地方行政

の重要な担い手となっている中、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤

務条件を確保することが求められていることを踏まえ、地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日より施行さ

れます。同法により創設された会計年度任用職員の勤務条件、給与等

については条例で定めることとされていることから提案するものでご

ざいます。

条例の主な改正内容につきましては、条例等新旧対照表により説明

いたします。恐れ入りますが、新旧対照表の１ページ、２ページを御

覧願います。議案第３９号 中泊町職員の給与に関する条例等の一部

改正の中泊町職員の給与に関する条例（第１条関係）では、給料表の

適用対象から会計年度任用職員を除くことを定め、会計年度任用職員

の給与の種類、額及び支給方法について定めるものでございます。

なお、２ページの改正後の中段に「法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員」とありますけれども、これはフルタイム会計年度任用職

員のことをいい、「法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員」、こ

れはパートタイムの会計年度任用職員のことでございます。

３ページを御覧願います。中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する



- 58 -

条例（第２条関係）では、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇を規

則で定めるよう規定するものでございます。

中泊町職員の育児休業等に関する条例（第３条関係）では、４ペー

ジを御覧願います。会計年度任用職員に勤務手当を支給しないこと及

び会計年度任用職員の育児休業からの復帰後、給料の号給の調整は行

わないものであることから、所要の規程を改正するものでございます。

５ページを御覧願います。中泊町職員の分限に関する条例（第４条

関係）では、会計年度任用職員の休職期間について定めるものでござ

います。

６ページを御覧願います。中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例（第５条関係）では、パートタイムの会計年度任用職員に対し

て支給しているものは報酬であることから、減給処分を行う場合は報

酬を減額することを定めるものでございます。

中泊町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（第６条関係）

では、フルタイムの会計年度任用職員について、人事行政の運営の状

況を報告に含めることを定めるものでございます。

７ページ、８ページを御覧願います。中泊町職員等の旅費に関する

条例（第７条関係）では、パートタイムの会計年度任用職員に支給す

るものは旅費ではなく費用弁償であることから、所要の改正を行うも

のでございます。

１１ページを御覧願います。中泊町技能職員の給与の種類及び基準

に関する条例（第８条関係）及び中泊町企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例（第９条関係）では、会計年度任用職員として任用さ

れる技能職員及び企業職員の給与の種類、額及び支給方法を定めるも

のでございます。

１２ページを御覧願います。中泊町公益的法人等への職員の派遣に

関する条例（第１０条関係）では、会計年度任用職員が条件付き採用

となることによる所要の整理をするものでございます。

中泊町報酬及び費用弁償に関する条例（第１１条関係）では、特別

職非常勤職員として現在規定している、１４ページを御覧願います、

保健協力員、行政連絡員、社会教育指導員、障害者相談員、集落支援

員は、総務省令で定める事務に該当しないことに伴い、削除するもの

でございます。
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１５ページを御覧願います。中泊町職員定数条例（第１２条関係）

では、定数から除外する職員として会計年度任用職員を定めるもので

あります。

１６ページを御覧願います。中泊町国民健康保険診療所に勤務する

職員の特殊勤務手当に関する条例（第１３条関係）では、地方公務員

法の改正により条項ずれが発生していることから所要の整理をするも

のでございます。

中泊町固定資産評価審査委員会条例（第１４条関係）では、１７ペ

ージを御覧願います。職員等の旅費に関する条例の改正に伴い、条例

の名称が変更されることから所要の整理をするものでございます。

次に、議案第４２号 中泊町外国語指導員の給料及び旅費に関する

条例の廃止についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、議案一覧

の３２ページ、３３ページを御覧願います。地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日より施行されることか

ら、外国語指導員の身分は特別職非常勤職員から一般職の会計年度任

用職員として取り扱うことから、廃止するものでございます。

以上、議案第３９号 中泊町職員の給与に関する条例等の一部改正

について、議案第４２号 中泊町外国語指導員の給料及び旅費に関す

る条例の廃止についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） この条例は事前に説明も受けたのですけれども、そう

すれば技能職で、具体的に中学校のバスの運転手などはどういう扱い

になるのですか、今度。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 今のスクールバスの給料につきましては、マック

スでも高い、経験年数の長いバスの運転手ばかりですので、そういう

高い賃金になっていますけれども、今もらっている給料から下回らな

いような形、そこに給料表、基準を充ててスタートするというふうな

ことでございますので、今のスクールバスのもらっている賃金につい

ては、そこを下回らない形でスタートするということでございます。
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〇議長（長利 司君） ６番議員。

〇６番（荒関富雄君） 突然現在の待遇を下回らないというのは、もう説明の

段階で聞いていますけれども、そうすれば令和２年の４月１日からで

すから、細かい規則等はこれからということですよね、条例廃止して

も。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） そういうことでございます。今現在職の整理を進

めていまして、そこで会計年度任用職員のフルタイム、パートタイム

を整理しながら給料表を定めていくということになります。

〇議長（長利 司君） 荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） そうすれば、今までの部落の駐在員とか、ああいう人

たち、１回前に条例廃止になって待遇は変わらない。そして今度、何

だか新しい言葉だところで、すぐあれなのですけれども、１年間の任

用という形で、今までは報酬であったのが今度は何になるのか。そう

いったことをこれから細かく決まったときは、もう一回説明会なり議

員説明会を開いていただけますよね。そこだけ確認して。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 今現在整理していますので、１２月議会なりにま

た説明したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） ４番、秋元議員。

〇４番（秋元 隆君） ３９号、４項の正規の勤務時間外のことなのですけれ

ども、１カ月６０時間以上超えた云々とありますけれども、実際中泊

町で今現在６０時間超えている職員は何人ぐらいいるのでしょうか。

ちょっと確認の意味で、わかれば教えていただきたいと思います。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 大変済みません、手持ち資料がないために、後ほ

ど……済みませんでした。

〇議長（長利 司君） 暫時休憩とします。

休憩 午前１０時２５分

再開 午前１０時２８分

〇議長（長利 司君） それでは、会議を再開します。
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総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 秋元議員からの質問にお答えいたします。

今現在、会計年度任用職員の対象者は、平成３１年３月時点での対

象者数は７６人ございます。その中で月６０時間以上の時間外をして

いる会計年度任用職員の方はございません。そういうことでございま

す。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

議案第３９号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３９号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４２号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第９ 議案第４０号

〇議長（長利 司君） 日程第９、議案第４０号 中泊町印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。
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〇町民課長（山中哲哉君） おはようございます。議案第４０号 中泊町印鑑

の登録及び証明に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。

本改正条例は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、旧氏での印鑑登

録、印鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とするため、条例の一部を

改正するものでございます。

内容につきましては条例新旧対照表でご説明いたしますので、新旧

対照表の１７ページを御覧願います。条例の第３条第２項第１号にお

いて、旧氏での印鑑登録を加えるものでございます。

続きまして、１８ページを御覧願います。第６条第１項第１号では、

登録記載事項に旧氏の併記を追加してございます。

第１１条第１項第１号では、印鑑登録証明書の記載事項に旧氏に関

する事項を追加してございます。

１４条では、印鑑登録の職権抹消に旧氏に関する事項を追加してご

ざいます。

恐れ入りますが、提出議案一覧の２９ページを御覧願います。最後

に、施行日につきましては、住民基本台帳法の一部改正の施行日と同

日の令和元年１１月５日からとしております。

以上、議案第４０号 中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部改正についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４０号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。
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◎日程第１０ 議案第４１号

〇議長（長利 司君） 日程第１０、議案第４１号 中泊町健康づくり推進協

議会条例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。

〇町民課長（山中哲哉君） 議案第４１号 中泊町健康づくり推進協議会条例

の一部改正についてご説明申し上げます。

本改正条例は、中泊町議会委員会条例の一部改正に伴い、中泊町健

康づくり推進協議会条例の委員の名称を現在の名称に改めるため、条

例の一部改正するものであります。

改正内容については条例新旧対照表でご説明いたしますので、条例

新旧対照表の１９ページを御覧願います。第３条第３号中、町議会民

生文教常任委員会を町議会議員に改め、同条第７号中、町保健協力員

を町保健協力員連絡協議会に改め、同条第１１号中、町食生活改善推

進員を町食生活改善推進員会に改めるものであります。

以上、議案第４１号 中泊町健康づくり推進協議会条例の一部改正

についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１２ 議案第４３号

〇議長（長利 司君） 日程第１２、議案第４３号 令和元年度中泊町一般会
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計補正予算第４号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） おはようございます。議案第４３号 令和元年度

中泊町一般会計補正予算第４号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億１，４９７万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ７４億８，８６２万７，０００円とするものでございま

す。

歳入歳出予算補正について歳入歳出補正予算事項別明細書により、

主なものについてご説明申し上げます。

最初に、歳出についてご説明いたします。１０ページを御覧願いま

す。３、歳出、第２款総務費、第１項総務管理費、第１２目電算事務

対策費、１５節工事請負費に光ケーブル移設等工事費３８１万３，０

００円を、第１４目財政調整基金費、２５節積立金に財政調整基金１

億６，７９８万８，０００円を計上しております。

第３款民生費、第１項社会福祉費、１１ページを御覧願います。第

６目障害者福祉費、１３節委託料に障害者総合支援システム改修費と

して１０４万５，０００円を、第２項児童福祉費、第３目子ども・子

育て支援事業費、１３節委託料に広域入所児童の増により１，０７１

万５，０００円を、２０節扶助費に国の無償化制度の対象外児童の給

食費として２４３万円を計上しております。

１２ページを御覧願います。第４款衛生費 第３項母子保健費、第

１目母子保健費、１３節委託料に母子保健情報連携システム改修費１

０５万６，０００円を計上しております。

第６款農林水産業費、第４項農地費、第１目農地総務費、１３節委

託料において、ため池浸水区域図等作成費として合計９８１万２，０

００円を計上し、第５項林業費、第２目森林公園費、１３節委託料で

ふれあいセンター管理委託の入札減により１７０万６，０００円を減

額しております。

１３ページを御覧願います。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第

２目道路新設改良費、１５節工事請負費で、町道４０４号線ほか大型

カルバート補修工事費に３００万円を追加し、折戸下前線のり面補修
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工事の工程変更に伴い６４９万２，０００円を減額し、その関連で２

２節補償、補填及び賠償金に電話柱の移設補償費として６４９万２，

０００円を計上しております。

１４ページを御覧願います。第４項都市計画費、第１目公園費、１

５節工事請負費に陸上競技場ウレタンオーバーレイ工事費１２９万８，

０００円を計上しております。

第９款消防費、第１項消防費、第１目消防施設費、１５節工事請負

費に消火栓移設、防火水槽撤去並びに消火栓改修に係る工事費として

２７８万円を計上しております。

次に、歳入の主なものについてご説明いたします。７ページを御覧

願います。第９款地方交付税、第１項地方交付税、第１目地方交付税

に１億７５９万３，０００円を計上しております。普通交付税交付額

の確定によるものでございます。今年度の交付決定額は、平成３０年

度比２３７万１，０００円減の３２億８，７５９万３，０００円であ

ります。

８ページを御覧願います。第１４款県支出金、第２項県補助金、第

４目農林水産業費補助金に農村地域防災減災事業費補助金として９８

１万円を計上しております。

第１８款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に前年度繰越金とし

て８，６６０万７，０００円を計上しております。繰越額の確定によ

るものでございます。

９ページを御覧願います。第２０款町債、第１項町債、第１目総務

債、１節臨時財政対策債において１，４４０万円を減額しております。

これも額の確定によるものでございます。第４目土木債、２節排水施

設整備事業に２１０万円を計上しております。その他、歳出の関連に

おいて国庫支出金及び県支出金等にそれぞれ所要額を計上しておりま

す。

続きまして、継続費補正及び地方債補正についてご説明いたします。

５ページを御覧願います。第２表継続費補正、１、変更については消

費税に係る増額並びに事業費の追加により年割額を変更しております。

第３表地方債補正、１、変更については、臨時財政対策債は額の確

定により限度額を１億２，７１０万円に、町道整備事業から文化財整

備事業までの５事業において、事業内容の変更により限度額をそれぞ
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れ変更しております。

以上、令和元年度中泊町一般会計補正予算第４号についてご説明申

し上げました。何とぞよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

川山議員。

〇８番（川山光則君） ちょっとお聞きしたいのですけれども、１３ページの

土木費、道路橋梁費の中の移転補償料、補償金と、その上に折戸下前

線のり面補修工事６４０万で、同額で下へ移っているような感じなの

ですけれども、これちょっとご説明お願いします。

〇議長（長利 司君） 古川環境整備課長。

〇環境整備課長（古川幹人君） 川山議員のご質問にお答えします。

まず、減額の６４９万２千円、これについては折戸下前線ののり面

の工事の費用でありまして、その工事について補償金として同額がつ

いていますけれども、この工事をするに当たり、ＮＴＴの電柱あるい

はケーブルの移設をしないと工事ができないということでございます

ので、減額してございます。

以上です。

〇議長（長利 司君） 川山議員。

〇８番（川山光則君） ということは、これ同じ額だということ、それとも折

戸をやめて補償料だけ払ったということ。やったということだか。同

じ額。工事費も補償料も同じ額でいったということ。

〇議長（長利 司君） 古川環境整備課長。

〇環境整備課長（古川幹人君） 工事費ですけれども、工事費は一千……もっ

とあるのですけれども、その工事費のうちの一部をこの移設のための

補償金ということでのせてございます。

以上です。

〇議長（長利 司君） ６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） １２ページ、このため池のマップの製作なのですけれ

ども、これはどこを予定して。中泊にため池いっぱいありますので。

〇議長（長利 司君） 竹谷農政課長。

〇農政課長（竹谷 覚君） ただいまご質問のありましたため池の事業でござ

いますけれども、マップのほうが県から示されているのが１９カ所ご
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ざいます。それから、浸水の地区のところが９カ所県から示されてお

ります。これらについて作成の事業をやる予定でございます。ため池

の名称を書いてある資料を持ってございますけれど、後ほど皆様方に

お渡ししたいと思います。

〇議長（長利 司君） ５番、塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） １４ページの教育費についてであります。私は現在、

中中の特別非常勤講師として生徒に琴の指導をしております。ことし

創立３０周年ということで、記念式典の後に生徒たちが演奏をすると

いうことで、毎日猛練習をしております。

ところが、これまでお琴の調律がずっと我慢してきたのですが、も

う限界になってしまいました。なので、学校側では１２面のお琴、１

８万円を補正で要求したのですが、却下されたという校長先生からの

お話を聞きまして、私はとてもがっかりしました。学校現場のことを

知っていないのかなと、とても残念に思います。この頑張っている生

徒の将来のために、いま一度見直しはしていただけないものかしらと

お聞きしたいのです。

以上。

〇議長（長利 司君） 藤田総務学務課長。

〇総務学務課長（藤田康久君） 塚本議員のただいまのご質問でございます。

私も現場に行って、琴の関係、現物、見てまいりました。夏休みでも

生徒が琴の練習をしているということで、非常に頑張っているという

ことで現場を見てまいりました。

今回この補正のほうに計上しましたけれども、小泊地域も小泊中学

校で５０周年記念があると、そして中里中学校でも３０周年記念があ

るということの中、小泊中学校ではこの５０周年記念の運行について

は基金というお金で運営すると。そして、中里中学校では３０周年記

念の中、お金をかけないでそのようなことをやるという中、琴をその

中でやるということなのですけれども、どちらも５０周年記念、３０

周年という中、町のほうでは今回は補助金という形というか、そのよ

うな琴の直すというか、そういうのは今回はどちらには計上しないと

いうことでございましたので、何とぞよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） ５番、塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） 補助金でやろうという、学校側では本当は補正を申請
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したわけです。ほかの分野とはまた違って、学校って日々変わってい

るのですよ。ですので、そこら辺は学校側から申請されたならば、こ

れは臨機応変に助成してあげなければいけないのではないかなと私は

思います。疲弊しているという学校側では予算も全くないし、助成金

もない、困ってしまっております。今演奏している途中に弦が切れた

場合、顔に当たると大変なことになるのですよ。だから、ほかの分野

とも違うのです。

中里中学校は、平成元年に葛西校長先生が個性のある中学校という

ことで、ほかではない日本伝統文化を取り入れたわけでございます。

それで、この校長先生は教材にはどんなにお金をかけてもということ

で、お琴５面、そして尺八が２０丁そろえたわけでございます。受け

継がれた校長先生は、ずっとそれを受け継いで、３０年間の間に１２

面にそろえたわけです。でも、尺八は残念ながらその後指導する方が

いないので、もう使い物にはなっておりません。このように楽器は毎

年メンテナンスをしなければだめなのです。

琴は部活動と、その後また選択教科ということで、毎年文化祭では

発表して父兄に喜ばれてはいるのですが、また４年前に学校教育のカ

リキュラムが変わりまして、４年前からその選択教科がなくなってし

まって、ほかの選択教科は自然消滅しました。でも、琴は中里中学校

の伝統的なものだということで、先生方の配慮で必修教科として、１

年生から３年生まで必修ということで勉強させています。でも、２０

０人近い生徒に１２面しかないお琴で、時間が足りないので、これま

では演奏しておりません。

でも、このたび３０周年ということで子供たちが率先してみずから

やろうということになったので、自分たちからこんなに先生に言われ

てやるのではなくてみずからすると、こんなに上達するのかなと。私

は毎日行っているわけではないのです。楽譜を届けてこれやりなさい

と言ったら、どんどんうまくなりまして、すごいものだなと、初めて

拝見する部分もあるのですが、私はどんなに校舎が立派であっても、

教育の中身だと思うのです。教育の中身にどんなに手厚い支援をして

くれるかが一番大事なことだと私は思っていますので、どうぞそこら

辺、町長さんのご意見を拝聴したいと思いますが、いかがでしょうか。

町長さんのご意見を聞きたいのです。
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〇議長（長利 司君） 米塚教育長。

〇教育長（米塚鈴子君） 塚本議員の琴の指導の件について、大変熱い思い、

それから生徒が伝統的な楽器に触れる機会を創出しているということ

で、また生徒のいろいろな情操面にも大変効果があるというお話を伺

って、大変ありがたいことだなと思っております。

小泊中学校は先ほど課長も答弁しましたように５０周年記念と、中

里中学校は今回３０周年ということで、学校の式典関係も何十周年を

めどに今後開催していくのか、これはまた教育委員会としてもしかる

べき会議等で話題にして、ある程度方向性といいますか、統一を図っ

ていきたいなと考えております。

それから、中中の琴ですけれども、３０周年記念式典は恐らく昨年

度から年間計画等に網羅されて、式典の開催ということが予定されて

いたと思いますので、今回補正ということで計上されましたけれども、

当初の予算等に計画的にまた計上するというのをまた学校のほうにも

再度指導をしていきたいなと思っておりますので、何とぞご理解のほ

どをよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） そんなに早く計上しなければいけないのでしょうか。

いつごろから早目に計上しなければいけないのか、申請しなくてはい

けないのかなと思います。ほかのと本当に違うのですよね。だんだん

子供たちの気持ちが変わりまして、どんなに伸びるか、目標を持った

らこんなに変わるとは学校側でも思っていなかったので、やはりこれ

は何かが起きては大変なので、演奏するという子供たちのためには、

もしか何かあって、私のところには多分いろいろあります。途中で弦

が切れると顔にぶつかったり駒が飛ぶのですが、それがいつできるの

は、こんなに練習しているとは思わなかったので、できることならこ

ういう現場と変わっているので、ほかのとは違うので、臨機応変に何

かの形で助成してもらえないものかなと思ったわけです。来月なので

す。子供たちは多分大丈夫だろうとこの間までそう言っていたので、

期待させて何かああ、どうしようかなと思って、この間却下されたと

聞きましたので、多分補正の審査の前には間に合って申請していると

思うのです。ですので、そこのところ臨機応変にできないものかしら

と思って、教育の中身って本当に生徒の目標があればこんなに上手に
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なるのかなとつくづく思いましたので、町長さんの権限でどうにかお

金ありませんでしょうかしら。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 学校教育の中のさまざまな教材の部分のお話かと思い

ます。イベントの部分について先ほど教育長のほうからもお話あった

とおりでございまして、３０年、５０年のこの周年記念については、

きちんとした考え方のもとでやっていきたいなと思っているのが教育

委員会の考え方でもあろうかと思います。

学校の教材の部分に関して私自身のお考えをということでございま

すので、申し上げさせていただければ、なぜそのお琴が必要なのか、

なぜ太鼓が必要なのか、その太鼓を使ってこれからどうやっていこう

と思うのか、その教材を使ってどういう教育をしていくのか、そこら

辺をしっかり考えた上で、維持するためにお金がかかる、それも計画

的に、では何年に１回弦を取りかえなければいけないのか、何年に１

回修理をしなければいけないのか、ピアノであればどういうふうに調

律をしていかなければいけないのか、その部分もしっかり考えた上で

導入していっていれば突発的に必要になるということはないのではな

いのかなと、一般的な考え方でございますけれども。

私自身は、教育にさまざまな教材が必要だということは理解をして

おります。ただ、それらにかける経費の部分については、でき得るな

らば計画的に進めていくべきではないのかなと思っております。私は

代官でありませんので、この金を自由に使えるということではないと

思っています。町長がいいと言えば全ていいというものではないとい

うふうに考えております。教育委員会は教育委員会の考え方で、整理

をしていただければと思っております。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） ６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 消防費、１４ページ、消火栓の移設工事と防火水槽の

撤去工事を予定しているのですけれども、これはどこ、場所。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 荒関議員の消火栓移設工事と防火水槽の撤去工事

というふうなことで、どこかということでございますけれども、消火

栓の移設工事につきましては若宮の消火栓の移設でございます。これ
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は現在私有地の所に消火栓がある関係で、所有者のほうから動かして

くれというふうなことでございましたので、その移設する工事でござ

います。

それから、防火水槽の撤去でございますけれども、深郷田の防火水

槽の撤去でございます。これも私有地に防火水槽があるわけなのです

けれども、その所有者から撤去していただきたいというふうなことで

お願いがありまして、近くに消火栓もあったことから、消防署と相談

の上問題ないだろうというふうなことで、防火水槽は撤去するもので

ございます。

以上です。

〇議長（長利 司君） ６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 私有地に防火水槽、大体大抵のところはそういうふう

な形である場所もあるし、また公共的な場所にある場合もあるのです

けれども、この撤去する防火水槽、経過年数はどれぐらいになってい

るのですか。

〇議長（長利 司君） 成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 大変申しわけありません。経過年数まではちょっ

と手持ち資料で調べていなかったので、休憩して調べたいと思います

ので、よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 暫時休憩にします。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時１１分

〇議長（長利 司君） 会議を再開します。

成田総務課長。

〇総務課長（成田勝輝君） 荒関議員の防火水槽の撤去する場所が経過年数何

年かというふうなことでございますけれども、防火水槽の町内一覧あ

るわけなのですけれども、昭和５１年までは何年に設置しているかは

押さえていますけれども、それ以前のものについては設置年数はうち

のほうでは押さえていないということで、経過年数は４３年以上はた

っているというふうなことでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１３ 議案第４４号

〇議長（長利 司君） 日程第１３、議案第４４号 令和元年度中泊町国民健

康保険特別会計補正予算第２号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。

〇町民課長（山中哲哉君） 議案第４４号 令和元年度中泊町国民健康保険特

別会計補正予算第２号についてご説明いたします。

事業勘定の補正額は歳入歳出とも１億４，５６６万４，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億９，６００万

４，０００円とするものであります。

補正する歳入歳出の主なものを歳入歳出補正予算事項別明細書にて

ご説明いたします。

最初に、歳出からご説明いたします。恐れ入りますが、４ページ下

段を御覧ください。３、歳出、第７款基金積立金、第１項基金積立金、

第１目財政調整基金積立金に１億４，５６６万４，０００円を追加計

上しております。

次に、歳入についてご説明いたします。上段を御覧ください。２、

歳入、第７款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に前年度繰越額１

億４，５６６万４，０００円を追加計上しております。

以上、議案第４４号 令和元年度中泊町国民健康保険特別会計補正

予算第２号についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたしま
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す。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

１０番。

〇１０番（沖崎 勲君） 本案にはいいのですけれども、今回、私も年いって

いるのだばって、病院へ行けば１割からまた２割になるしと、まだ決

まってないな。消費税も上がるしと。そのうち花粉症は、これは病気

でないと、保険きかねだと、そういう話も出てきている。これ、どす

だばと。

そして、ぐだめぎの話なのですけれども、どすたずやってしたっき

ゃ、わらはんどだば給食もただ、医者もただだと、年いった人さわん

かいい方法ねものだなと。結構カバーしてる部分あると思うのだけれ

ども。こういう場合、何て説明へばいいのか。町長、何かいい考えね

が。私も困ってしまって、これから稲刈りに入るし、まだ苦みるし、

ぐだめぎが来ると思うし、何かいい言葉がないものだか。町長、ひと

つお願いします。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） いい言葉というよりも、今沖崎議員おっしゃっている

ことがまさに日本の今の課題なのではないかなと。私東京事務所にい

たときに厚生労働省の事務次官をやった方のお話を聞く機会もあった

のですが、村木厚子さんのですね。要するに今日本の最大の課題とい

うのは社会保障費の増と収入の減、税収の減ですね、これワニの口と

いうふうに例えているのです。今議員がおっしゃっていることをこの

ままやろうとすれば、このワニの口の上の部分がますます上に高く、

要するに余計に使う社会保障費です。税収がどんどん減っていって、

この赤字部分がふえていく。これが最大の課題だと言われているので、

今年配の方々の医療費も全部ただにするとなると、これがまたぐうっ

と右肩上がりにいって、こっちがぐうっと下がっていって、赤が大き

くなる。そこを今解決するために、一億総活躍社会ですとか生涯現役

だとか、さまざまやっているわけですので、こっちのほうの税収も上

げることもやりながらであればこっちもふやせるのかなと。追いかけ

っこになるので赤は減らないのですけれども。一生懸命稼いでいただ

いて、医療費も何とか抑制していただければちょうどいいあんばいに
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減るのかなと。そこを上手にワニの口の話でもしてやっていただけれ

ばありがたいかなと。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） １０番。

〇１０番（沖崎 勲君） ただ、私も勝手な話しするのだけれども、今俺あと

何年もしないで死ぬのだと、あと死ぬときは私にその借金残せばまね

べなと、そういう話もいくし。ただ、今回閣僚というか、国の大臣の

決定機関に進次郎とかいいメンバーがそろったはんで、社会保障も改

革になるのかなと。残念ながら青森県からは一人も行かないし、そし

てまた頼りになる成田県会議員もいないし、これは私、行政も議会も

大変だと思っておりますので、いろんな裏工作を町長にお願いして終

わります。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認めます。

質疑がないようですので、これから討論を行います。討論はありま

せんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４４号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１４ 議案第４５号

〇議長（長利 司君） 日程第１４、議案第４５号 令和元年度中泊町介護保

険事業特別会計補正予算第１号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

木元福祉課長。

〇福祉課長（木元 剛君） おはようございます。議案第４５号 令和元年度

中泊町介護保険事業特別会計補正予算第１号についてご説明申し上げ
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ます。

今回の補正予算は、規程の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２，７３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

７億７５６万９，０００円とするものでございます。

歳入歳出予算補正について歳入歳出補正予算事項別明細書により、

主なものについてご説明申し上げます。

最初に、歳出についてご説明いたします。３、歳出、８ページを御

覧ください。第４款基金積立金、第１項基金積立金、第１目介護給付

費準備基金積立金、２５節積立金に介護給付費準備基金積立金８１９

万７，０００円を計上いたしております。

第６款諸支出金、第１項還付金及び還付加算金、第２目償還金、２

３節償還金、利子及び割引料に平成３０年度国庫支出金の確定に伴う

返還金１，６６８万２，０００円を計上いたしております。

次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。５ページを御

覧ください。第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金、第１目

介護給付費交付金に平成３０年度の交付額の確定に伴う過年度分の交

付金４３７万円を計上いたしております。

６ページを御覧ください。第８款繰越金、第１項繰越金、第１目繰

越金に前年度繰越金２，０４１万１，０００円を計上いたしておりま

す。平成３０年度からの繰越額の確定によるものでございます。

その他、歳出の関連において、国庫支出金及び県支出金等にそれぞ

れ所要額を計上いたしております。

以上、議案第４５号 令和元年度中泊町介護保険事業特別会計補正

予算第１号についてご説明申し上げました。何とぞよろしくお願いい

たします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４５号を採決します。
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お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１５ 議案第４６号

〇議長（長利 司君） 日程第１５、議案第４６号 負担付き寄附の受け入れ

についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

古川環境整備課長。

〇環境整備課長（古川幹人君） 議案第４６号 負担付き寄附の受け入れにつ

いてご説明いたします。

議案書の３４ページを御覧願います。本件は８月７日付で申し出が

あったもので、中里高校手前を下高根地区に向かう町道３９４号線か

ら下高根公民館に入る丁字路の一角を拡張する用地について受け入れ

るものであります。

寄附の申出者は中泊町大字高根字小金石８６８番地１、有限会社佐

々木工業であり、中泊町大字高根字小金石９１１番地２、面積２１平

方メートル、同所９１８番地３、面積１０平方メートルの２筆の宅地

について、道路用地として寄附の申し出があったものです。

この宅地は、先ほど申し上げましたとおり町道３９４号線から下高

根公民館に進入する一角にあり、今まで大型車の進入が厳しいことか

ら道路拡張の要望があったものです。このことについては、８月２１

日に開催しました総務文教常任委員協議会でもご説明しております。

なお、整備工事の実施については、寄附採納後に所有権移転登記等

の諸手続を完了した後、進めてまいります。

以上、議案第４６号 負担付き寄附の受け入れについて申し上げま

した。何とぞよろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認めます。
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これで質疑を終わり、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４６号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１６ 議案第４７号

〇議長（長利 司君） 日程第１６、議案第４７号 負担付き寄附の受け入れ

についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

古川環境整備課長。

〇環境整備課長（古川幹人君） 議案第４７号 負担付き寄附の受け入れにつ

いてご説明申し上げます。

議案書の３７ページを御覧願います。本件は８月７日付で申し出が

あったもので、芦野地区にあります墓地等がある民地を受け入れるも

のであります。

寄附の申出者は中泊町大字芦野字福泊５番地２、長利靖氏であり、

中泊町大字芦野字福泊２４３番地、面積４６８平方メートルの１筆の

雑種地について墓地として寄附の申し出があったものです。

この土地は、先ほど申し上げましたとおり民地に建っている墓地が

あり、墓地、埋葬等に関する法律で各自治体、宗教法人等が管理する

こととなっており、県知事等の許可を得ずに民地に建てることは違法

であります。また、同所にある小屋についても町に寄附したいとの要

望でございます。今後寄附を受け入れるに当たり、墓地及び小屋の管

理及び修繕等の一切を今まで同様、芦野地区で管理する旨の意向を伺

っていることから、書類を交わすこととしてございます。このことに

ついては、８月２１日に開催した総務文教常任委員協議会でもご説明

しております。

なお、寄附採納後に所有権移転登記等の諸手続を完了した後、必要
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書類等を交わしていきたいと思ってございます。

以上、議案第４７号 負担付き寄附の受け入れについてご説明申し

上げました。何とぞよろしくお願い申し上げます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４７号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１７ 議案第４８号

〇議長（長利 司君） 日程第１７、議案第４８号 権利の放棄についてを議

題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） 議案第４８号 権利の放棄についてご説明い

たします。

議案書の４０ページ及び４１ページを御覧ください。中泊町水道料

金の過年度分の滞納者のうち、死亡者及び居所不明者等の水道料金の

債権について別紙のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の

議決を求めるものです。

次のページを御覧ください。水道料金の不納欠損処分について、令

和元年７月末現在の水道料金の未納、滞納状況については下表のとお

りです。平成９年度から平成２８年度まで、中里地域は３７万２，１

７９円、小泊地域は１７７万９，２６０円、合計２１５万１，４３９
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円となっております。

民法第１７３条第１号で、水道供給契約によって供給される水は生

産者、卸売商人及び小売商人が売却した産物及び物品に含まれること

から、その消滅時効期間は２年とすることとなっていますが、私法上

の債権となるため、時効の援用があった場合はその時点、時効が確認

できない場合などは権利の放棄について、地方自治法第９６条第１項

第１０号により、議会の議決を得た時点で債権が消滅することになっ

ております。

次のページを御覧ください。不納欠損対象者の年度別の詳細となっ

ております。年度別の死亡、居所不明者別となっております。

次のページ及び最後のページについては水道料金不納欠損一覧にな

っていますが、住所及び氏名等については個人情報保護法により記載

しておりませんが、滞納期間、件数、滞納額、不納欠損理由となって

おります。

以上、権利の放棄についてご説明申し上げました。よろしくお願い

いたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

川山議員。

〇８番（川山光則君） 見てびっくりしました。２０年度の小泊のこれ、突出

して１１５万、次見れば施設売却済みとかって書いていましたけれど

も、これどこかの大きい会社かですか。

〇議長（長利 司君） 阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） これは小泊の入りがけの事業所でございます。

事業所。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

４番、秋元議員。

〇４番（秋元 隆君） この処分をするわけですけれども、まだ残りの未収金

はどのくらい残りますか。これ今回やった場合。

〇議長（長利 司君） 阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） 今回の不納欠損に挙げた金額を入れますと、

過年度分としては４００万前後で、現年度分としては３５０万ぐらい、

合計。残り過年度分の今回不納欠損を承認していただければ２００万
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を切れるということになりますけれども、また来年度になれば今年度

の未納分が滞納となりまして、加算されていく。とにかくうちのほう

としては古い分から古い分から徴収しておりますので、過年度分は少

なくなっていきますけれども、逆に今年度の分も滞納になっていきま

すのでということで、よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） １１番、野上議員。

〇１１番（野上憲幸君） 今の不納欠損の中身も、確かに当然処理しなければ

ならないものは処理しなければならないわけですけれども、新たにで

きたいわゆる未収分、その未収分についてどの区分で給水停止をかけ

るとか、そういうものをしっかり町民にやっぱり周知し、徹底させる

べきなのですよ。３カ月したら確実に給水を停止しますよとか、半年

とか、そういう中身のきちっとした決め事は町民自体にわからなけれ

ば、これ幾らやっても水かけ論ですよ。電気にしろ水道にしろ、とめ

ることはできるわけでしょう。そこいら辺、どこのラインをガイドラ

インとしてあなたたちは考えているのか、考えを聞かせてもらいたい

と思っています。

〇議長（長利 司君） 阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） うちのほうとしては、滞納を２カ月すれば督

促状、３カ月すれば催告状、４カ月滞納すればそこで給水停止という

ことで、各家庭を回って給水停止の予告を出しても納付されない場合

は、うちのほうで給水停止してございます。

以上です。

〇議長（長利 司君） １１番、野上議員。

〇１１番（野上憲幸君） 実際そういうぐあいにしていて給水停止をかけた家

庭であれ事業所であれ、あるのか。

もう一つは過年度分、確かにずっと古い順から徴収していくルール

はわかりますけれども、果たしてそれをどのラインでどういう形で返

済していただくのか。そういう返還に対する計画書の提出とかをしな

がら、なおかつそれで約束事が守られない場合は給水の停止の対象と

するとか、やっぱりそういう面にも踏み込まなければ、幾ら何しても

過年度分ずっと取れないです、そういうことをしたら。そういう考え

方とか、考えたことあるのですか。

〇議長（長利 司君） 阿部上下水道課長。
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〇上下水道課長（阿部 明君） うちのほうとしても、４カ月以上たって給水

停止の予告出して給水停止するのですけれども、その場合本人がすぐ

納められないとかであれば、うちのほうで計画書なるものがありまし

て、そちらのほうで２カ月分とか３カ月分、できれば納めるように本

人のほうと相談して、計画表をつくって徴収してございます。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 今上下水道課長のほうからお答えをしたとおりなので

ありますが、水道料金の徴収に関しましては生命、ライフラインにか

かわるものでございまして、手続につきましてもかなり厳密に決まっ

ております。むやみやたらに給水停止できないわけでございますので。

この給水停止の前の段階の、要するに払ってくださいという催告のと

ころから、全部管理者である私のところの決裁を経て実際に実施され

ております。毎月毎月私のほうでもそれを確認しながら、きちっと払

うべきは払っていただくような形で手続をしております。

今回不納欠損というか、債権の放棄をお願いしておりますのは、過

去に亡くなられた方、もう既に債権として主張できないような方、そ

れから居所不明の方について、今までずっと積み残してきた部分を債

権の放棄をさせていただくという提案でございますので、ご理解をい

ただければと思います。きちんとした形で手続は踏んでまいりたいと

思っております。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 川山議員。

〇８番（川山光則君） ちょっと、不可解なので聞くのだけれども、支所長、

前水道課長だよな。支所長、小泊のこれ、施設売却済みのこれ、２年

間になっているばって、どこだかわかる。ここで答えなくてもいいけ

れども。小泊のこれ、わかるの。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） もちろん今回債権放棄をする案件につきましては、全

て個別に特定の社なり特定の企業なりがわかっておるわけであります。

その上で、この議会の中で債権放棄のお願いをするのに特定の個人名、

個人企業名を挙げるわけにいかないので、こういうふうに伏せさせて

いただいておると、ここはご理解をいただければと思います。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。

討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第４８号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１８ 発議第５号

〇議長（長利 司君） 日程第１８、発議第５号 青森県立中里高等学校存続

に係る要望書についてを議題にします。

本案については提出の理由にありますように、引き続き県立中里高

校の存続を要望するため議員全員の連名で提出されたものです。

本案については説明、質疑及び討論を省略したいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、本案については説明、質疑及び討論を省略することに

決定しました。

発議第５号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、発議第５号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１９ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する

事項について

〇議長（長利 司君） 日程第１９、次期議会の会期日程及び議会運営に関す
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る事項についてを議題にします。

お諮りします。次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につ

いては閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託したいと思いま

す。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につい

ては閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託することに決定し

ました。

◎閉会の宣告

〇議長（長利 司君） 今定例会に上程されました全議案について長時間にわ

たり慎重にご審議をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。

これをもちまして令和元年第３回中泊町議会定例会を閉会します。

閉会 午前１１時４３分




